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未成年者による人工妊娠中絶に対する

親権者の関わり

― I n  r e  B . S . 事 件 の 紹 介 ・ 検 討 を 中 心 に

三 枝 健 治
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Ⅰ . はじめ に

今日 ､ 我が 国で は ､ 性行動の 低年齢化に伴 い
､ 未成年者によ る人工妊娠

中絶 ( 以下 ､ 中絶) の 件数が増加 して い る ｡
く表1 ) の示すよう に ､ 平成

15 年度の 中絶絵件数の12 . 7 % ､ すなわち4 糾75 件が未成年者 によ る 中絶で ､

その 内訳は ( 表2‾) の 通り で ある
( 1)

0 1 5 歳末蒲の 少女によ る 中絶も ､ 同年

度は4 8 3 件報告され て い る ｡ 本稿 は ､ こ の ような現状を背景に ､ 未成 年者

による 中絶に対 して ､ 親が親権者と して い か に 関与 しうる の か ､ あ る い古ま

( 1 ) ( 表1 ) ( 表 2 ) は､ 厚生労働省大臣官房競計情報部 ･ 平成1 5年度保健 ･ 衛

生行政業務報告 (2 0 05) 18 頁か ら作成したも の で ある ｡ なお ､ ( 表2 ) の 20

歳未満の 少女による中絶の 年齢別内訳 は ､ その 低年齢化を受けて ､ 新しく平

成15 年度から公表が始ま っ た ｡
こ の こ と自体 ､ 本稿 で扱う課題が今日 ､ ます

ます現実に見過 ごせな い 問題となり つ つ ある ことを示して い る ｡
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関与す べ きなの か ､ 近 時の アメ リ カ 合衆国 ･ アリ ゾ ナ州上訴裁判所の I Il

r e M a tt e r of B . S . ( 以下 ､ I n r e B
. S . 事件) ( 2 ) の 紹介 ･ 検討を通 じて ､

若干の 考察を試み る もの で ある ｡

( 表 1 ) ( 表 2 )

中絶総件数 319
, 83 1 件

20 歳未満 4 0
,
4 7 5 件

2 0
-

2 4 歳 7 7
,
4 6 9 件

2 5 - 29 歳 66
,
29 7 件

30 - 3 4 歳 63 , 9 2 3 件

35 - 3 9 歳 48
,
6 8 7件

40 - 44 歳 20
,
9 5 0 件

4 5 - 49 歳 1
,
8 53 件

5 0 歳以上 28 件

不詳 149 件

< 母の 年齢 > < 件数 >

20 歳未満の
4 0‾

,
4 7 5件

中絶総件数

1 5 歳未満 4 8 3件

1 5 歳 1
,
5 48 件

16 歳 4
,
79 5件

､

17 歳 7
,
9 15 件

1 8 歳 l l
,
0 8 7件

19 歳 J 1 4
,
6 47 件

< 母の 年齢> < 件数>

我 が国の 優生保護法に は未成年者の 中絶 に関する直接 の 明文規定は見あ

た らな い
(3 )

｡ 従 っ て ､ 民法の 一 般原則 により こ れ に対処する こ とになる が ､

妊娠と い う事実か ら当該未成年者に判断能力 (承諾能力) はある と して ､

一

般的に､ 中絶措置 の 実施 には その 未成年者自身の 同意だけで 足りる と考
.

える こ と になろう｡ 事実､ 親 の 同意を求めな い 病院が多い の も(4 )
､ その た

め で ある と言える かも しれ な い
( 5 )

｡ しか し問題 は ､ 必ずしも承諾能力が十

( 2 ) 74 P . 3d 28 5 ( A ri z . C t _ A p p .
2 0 03) .

( 3 ) 優生保護法1 4 条は ｢ 本人及び配偶者の 同意+ を求める だけで
､ 現に使用さ

れ て い る 同意書 にも親権者の 同意欄はな い
｡

( 4 ) も っ とも ､ 病院の 中に は , 親の 同意を得な い まま中絶する こ とで 後に問題

となる こ とを回避する ため ､ 未成年者に よる 中絶に予め親 の 同意を求め る と

こ ろもある ようである ｡

( 5 ) 但し ､ 筆者自身は必ずしもそう考え て い な い
｡ と いうの は ､ ｢ わ が国で は ､

親の 同意を要する と い っ た ､
い わ

L
ば意地悪 な法律はな〉､

｡ これ は ､ ア ボ ー

シ

ョ ン そ の もの に対する 反対が少ない こ とに よる ｡ 親の 同意 どこ ろ か ､ 医師の
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分と は言えな い 低年齢の 少女 による 中絶 の 場合 で ある ｡ 承諾能力の 有無は

一

律 に年齢で 決まる わけ で はな い が ､ 民法79 7 条か ら して1 5 歳が
一 応 の 目

安になる との 主張が有力 で ある
6

｡
こ の15 歳に満たな い 少女 による 中絶が

少なか らず存在する現状 は上述 の 通り で ある ｡

かか る判断能力 (系譜能力) の 十分 にな い 少女による 中絶 に つ い て は ､

親が親権 (監護纏) の
-

内容と して代諾権を持 つ と の
一

般原則 にその まま

従うと( 7 )
､ や はり中絶 にも親の 同意が必要 となる ｡ しか しこ れ だと ､. 中絶

なか に はむ しろ親に知らせ な い で ､ そ っ と中絶する こ とを
"

使命
”

と考えて

い る者もい る ｡ 親に通報する こ とは ､ 子 の ため にも､ 親の ため にもならな い

とい う考え方で あ ろう+ ( 山田卓生 ｢ 子 ども と自己決定
一

病気
･ 医療

･ 出産

をめぐ っ て+ 自由と正義3 8 巻 6 号 (1 98 7) 2 2 頁) と いう立場を前提 にすると ､

未成年者に よる中絶 に親の 同意を求め な い病院が我が 国に率い て 多い の は ､

医師が当該未成年者に承諾能力がある と法的に判断したが改めこ とで はなく､

むしろ 単に ､ 問題の 複雑化を恐れ て何もしなか っ たか らの こと にすぎな い と

思われ る か らで ある ｡ 樋 口 ･ 後掲注 ( 6 ) 18 0 貢が , 我が 国の 法的対応を不

明確と指摘 したうえ､ ｢ 当事者 [ - 未成年者 - 三 枝] と医師と
_
に決定が委ね

られ -
･

･ ･ 法はそ こ に は介入せず ､ 当事者の話合 い に よ っ て 結果が決まる ｡ ネ

こ に法とか権利 とか い う言葉が入り込 む余地はき わめて狭 い ように みえる+

と述べ る の は こ の点を言 い 当て たも の で あろ う｡

( 6 ) 樋 口範雄 ･ 親子 と法 一

日米比較の 試 み (1 99 8) 1 56 頁｡ なお ､ 未成年者 -

の 医療の 代諸 に つ い て は ､ 鹿瀬美佳 ｢医療 にお ける代諸 に 関する諸問題し8+

早稲 田法研論集60 号 (19 9 1) 2 5 1
-

25 2 頁及 び2 55 頁以下参照 ｡ その 他 に ､ フ

ラ ン ス 法に 示唆を求めた ､ 寺沢友子 ｢ 未成年者 - の 医療と承諾(1 ト(3 ･ 完)
- 『代諾』 構成 の 再検討+ 民商16 巻 5 号6 55 頁以下､ 10 6 巻6 号79 9 頁以下 ､

10 7 巻 1 号5 6 頁以下 (199 2) ､ イ ギリ ス 法に 関心を向けた ､ 横野恵 ｢イギリ ス

法 にお ける未成年者に対す る 医療 と同意
一

判例研究の た め の 前提作業と し

て+ 早大法研論集9 5 号 (2(X 氾) 2 94 頁以 下等参照 ｡

( 7 ) こ こ で ｢ 親権+ とは ､ 親自身の ため でなく , 他ならぬ子の ため に ､ 親がそ

の 子の 利益になると自らの 考える方法で ､ 子の 配慮をなすこ とが できる法的

な地位な い し権能の意で 用 い て い る ｡ 従 っ て
, 代諾権の行使は ､ かかる親権

に裏付けられ るもの で ､

_
その 目的は子 どもの 利益 になる こ とで ある が ､ 子の

配慮をする機会を持つ と いう意味 で
, 少なか らず親自身の利益で もある こと

は否定し得な い と考える ｡ 後掲注 ( 92) 参照 ｡ なお ､ ｢ 代諾+ の 法的構成に

つ き ､ 寺沢 ･ 前掲注 ( 6 ) ｢(3)+ 民集10 7 巻 1 号58 頁以下 に議論がある ｡
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に つ き親子間 に意見対立が生 じたとき は ､ 親の 反対に より ､ 子は望ん で い

る 中絶措置を受ける こ とが で きなくな っ て しまう ｡ 他方 ､ 中絶とこ つ き親の

関与は
一

切不要 で ある と言 い 切る と ､ 今度は必ず しも判断能力 が十分 で な

い 少女が常に単独で こ れ を決定で きる こと になやが ､ 中絶の 事柄の 重大性

や それに伴うリ ス ク を考える と ､ それで良いや､ は議論があり得よう｡ 親権

と の 兼ね合 い の 中で ､ ど こま で 未成年者自身の 自己決定権を尊重する か ､

難 し い 問題 に解答 が迫 られ て い る
( 8 )

0

この 間題 に自覚的に対処する アメ リカ で は ､ ほと ん どの 州にお い て ､ 制

定法上 ､ 未成年者によ る 中絶 は親の 同意又 は親 へ の 通知を要件と し ､ 親の

関与が求め られ る
一

方､
これ に代わる 言わば≪迂 回路≫ と して ､ 未成年者

自身が裁判所の 許可を得る こ と で親の 関与なし に単独 で 中絶を受ける途を

確保する ｢ 司法的 バ イ パ ス 手続 (j u di ci al b y p a s s p r o c e d u r e)+ が用意さ

れて い る
(9 '

｡ しか し ､ 既 に知られ る よう に ､ 近年は こ
.
の 随 回路≫と して

の 司法的 バイパ ス 手続が相当 に広く運用 さ れ る こと で ､ 親の 関与が必要 で

あ る との 本則 が実質的に骨抜き にな っ て い る ｡ こ の よう に未成年者の 自己

決定を重視する流 れ が強まる 中 で ､ 本稿が紹介 ･ 検討するI n r e B . S
. 辛

件は ､ 後述 の 通り ､ それ に背を向けた揺り戻 しの 動き で あるか の よう に､

司法的バ イ パ ス 手続の ハ
ー ドル を高め ､ よ り親権に配慮する 決定を下す に

至 っ た ｡ そ こ で ､ 本稿は ､ I n r e B . S . 事件の も たら した この ｢ 新たな+

動き に着目 し､ その 検証を手掛か りに しなが ら､ 未成年者に よる 中絶の 問

題における親子間の 権利調整に つ い て ､ 改め て 考える こ と にする
｡

なお ､ 未成年者が妊娠 した場合の 親子 間の 意見対立 は ､ 子の 中絶に 限ら

ず ､ 出産にお い て も生 じうる ｡ すなわち , 本来､ 子が く中絶) を望み親が

( 8 ) 民法の 概説書 ･

.
教科書 レ ベ ル で こ の 間題 に関心を示すもの と して ､ 泉久雄

･ 親
.
族法 (19 9 7) 2 71 頁 ､ 大村敦志 ･ 家族法 [第2 版] (･20 0 2) .

10 1 頁が あ る ｡

( 9 ) なお ､ 親の 関与と司法的バ イ パ ス 手続は , あくまで等しく併存する 二 者択
一

の 選択肢で あ っ て ､ 前者が後者に優先する関係 にある わけで はない ｡ 後掲

注 (1 8) で 紹介する③B ell ot ti Ⅱ 判決の判旨参照 ｡
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それ に反対する 場面だけで なく ､ 子 が ( 出産) を望み親が それ に反対する

場面 で も ､ 親権との 兼ね合い の 中で ､ どこま で 未成年者自身の 自己決定権

を尊重するか ､ 同 じよう に解答が迫られ る はずで ある むしろ ､ 我が国

で は ､ 未婚の 娘が妊娠 した場合にそ の 中絶 に反対する親は少な い で あろう

か ら ､ 後者の ほうが より現実的で さえある ｡ にもか か わ らず､ 従来 の研究

は ､ どらかと い う と ､ 専ら前者だけを念頭 に置き ､ 後者に は十分目配りし

て こ なか っ た嫌い が ある
(10)

｡ 本稿は後者も視野 に入れ たうえ ､ 未成年者に

よる ( 中絶). ( 出産) の 両場申を踏まえた考察を試みる こ と によ･り ､ I n r e

B . S . 事件の ｢ 新 たな+ 動き の 検証 に加え ､
こ の 点に づ い て も ､ 従来 の 研

究を補う こ と に した い
｡

Ⅱ . 全体状況

1 . 枠組み の 確立 - 本則としての 親 の 関与と 《迂回路≫ と して の

司法的バ イ パ ス 手続の 併存

未成年者 によ る中絶に親の 関与を求め る各州 の 制定法と それ を巡 る判例

法の 展開に つ い て は既 に先行業績により明 らか に され て お り ､ 本稿で はそ

の 詳細は全 て それ らに委ねる
(ll)

｡ こ こ で は h r e B . S . 事件の 紹介 ･ 検討

(10) 山田 ･ 前掲注 ( 5 ) 2 2 頁及 び樋口 ･ 前掲注 ( 6 ) 1 7 7 頁
･

17 8 頁を除き､ 後

掲注 (l l) で 引用する い ずれの 先行研究に も ､ 未成年者 に よ る出産の 場面 に

対する 目配りはあまり感 じられな い
｡ ア メ リ カ でも専ら中絶場面を念頭に置

い て議論するもの が ほと ん どで ､ これが その まま反映 した の で あろう｡ なお､

後掲注 (76) ( 7 7) の 本文 で述 べ る通り ､ ( 出 産) 場面を意識 し た記述の 見

られる 山田 ･ 前掲注 ( 5 ) 及 び樋口
･ 前掲注 ( 6 ) も ､ ( 中絶) 場面 へ の応

用を意図 して ( 出産) 場面で の ア メ リ カ法の 対応を具体的に明らかにする ま

で は至 っ て い な い
｡

(l l) 山田 ･ 前掲注 ( 5 ) と樋口 ･ 前掲注 ( 6 ) の他に ､ 未成年者による中絶 に
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の 便宜上 ､
こ れ に必要な限り で ､ その 枕略だ け示 して お こう ｡

1 97 3 年の①R o e v . W a d e 判決 ( 以下 ､ R o e 判決)
(12)

に
_
よ り､ 中絶を求め

る女性の 権利 が プライ バ シ ー 権の
一

つ と して認め られ たが ､ その 直後から､

これ に反発する ように ､ 同判決 に より中絶を求める 権利 は絶対的でな い と

同時に判示さ れ た こ と で ､ 各州 にお い て ､ 未成 年者に よる 中絶を制限 しよ

うとすa
l

動きが広が っ た
(13'

｡ それが ､
い わ ゆる親同意法 (親の 同意を未成

関する ア メ リ カ の判例法の 展開を紹介 ･ 検討 した先行業績と して は､ 例えば

以下の もの がある ｡ 米沢広
一 ｢ 子 ども､ 親､ 政府 -

ア メ リ カの 憲法理論を素

材 と して ( 三 ･ 完)+ 神戸学院法学1 5 巻 4 号 (19 8 5) 3 4 頁以下 ､ 石井美智子

･ 人工生殖 の 法律学
一 生殖 医療の 発達と家族法 (1 99 4) 14 1 頁以下 ､ 羽月章

｢ ア メ リ カ に お ける 未成年者の 堕胎 とその 決定権Ltj｢中 一

親の 同意 ･ 通知の 法

的強制と合衆 国最高裁判所+ 神戸法学雑誌4 4 巻 3 号 (19 9 4) 58 9 頁 以下 ､ 4 4

巻 4 号 (19 9 5) 77 5 貫以下 ､ 根本猛 ｢人工 妊娠中絶 と ア メ リ カ合衆国裁判所

(
-

) + 静岡法政研究 1 巻 1 号 (1 9 96) 5 5 頁以下 ､ 小林直三 ｢ 妊娠中絶 の 自

由の 本質とそ の 限界
一

米国連邦最高裁判例を素材 と して+ 関西大学法学論集

5 2巻 1 号 (2 00 2) 10 3 頁以下 ､ 永永裕子 ｢成熟 した未成年者 の 人工 妊娠中絶

に つ い て 決定する権利 とア メ リ カ 法(1)+ 上智法学論集48 巻 1 号 (2 0 0 4) 14 1

頁以下 ｡ この うち､ 永水論文古ま日次からする と､ 本稿脱稿時点で 未公刊の｢(2)+

以下 で ､ 従来の研究を u p d a t e す べ く ､ 後述の19 9 7 年の カ リ フ ォ ル ニ ア州最

高裁 の L u n g r e n 判決と20 0 0 年の テ キサ ス 州最高裁の I n r e J a n e D o e 判決の

紹介 ･ 検討を予定して い るようで ある ｡ 本稿は2 00 3 年の I n r e B
. S . 事件の

紹介 ･ 検討を通 じて , 更 にその 先の u p d a t e を意図するもの なの で ､ こ れら

L u n g r e n 判決と I n r e J a n e D o e 判決の詳細 な紹介は公刊予定の永水論文

｢(2)+ 以下 に 委ねる ｡

(1 2) 4 1 0 U .S . 11 3 (1 9 73) ,
r e h

,

g d e ni e d
,
41 0 U .i . 95 9 ( 1 9 73) .

(1 3) S e e S t e v e n F . S t u 山b a r g , C a s e N ot e : W h e n i s a P r e g n a n t . M in o r

M at u r e? W h e n

S u p r e m e C o u r t

r e J a n e D o e 1
,

9 09 - 91 0 (1 9 92) ;

is a n A b o r ti o n i n h e r B e s t l n t e r e s t s? T h e O hi o

A p pli e s O hi o
'

s A b o rti o n P a r e n t al N oti五c atio n L a w : I n

5 66 N
.
E

. 2d 1 1 81 ( O hi o 1 9 91) ,
60 U . °i n

. L . R e v . 9 0 7
,

∫. S h o s h a n n a E h rli c h
,
G r o u n d e d in th e R e alit y of T h eir

Li v e s : Li s t e n i n g t o T e e n s W h o M ak e th e A b o r ti o n D e ci si o n w it h o u t

l n v ol v i n g T h eir P a r e n t s
,
1 8 B e r k el e y W o m e n

'

s L .J . 61
,

■
64 ( 20 03) . なお ､

未成年者によ
■
る 中絶を制限する これ ら親同意法 ･ 親通知法の 他 に ､ ①R o e 判

決以後 ､ 同様 に 制定の 動きが広 ま っ たもの と して ､ 中絶に夫 の 同意を要件と
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年者に よる 中絶の 要件とする 法律) 又 は親通知法 (親 へ の 通知を未成年者

による 中絶の 要件とする法律) の 制定の広がりである な お､ 既に R o e

判決が下された当時で も同種規定を持つ 州は存在した が､ 同判決で は刑事

罰で 以 て 中絶を嚢止する州法の 合憲性が争わ れ た にすぎず､ 争点にならな

か
二

つ た親同意法の 合憲性判断は明示的に留保 され た こ とも ､ か か る動きの

要因にな っ た こと が指摘され て い る
(14)

｡
こ の こ とから明らかなよう に ､ 親

する法規制 (以下 ､ 夫同意法) がある ｡ S e e A n d r e a M . S b a r ri n , N ot e :

P ot e n ti al F a th e r s a n d A b o r ti o n : A W o m a n
'

s W o m b is n o t A M a n
'

S

C a stl e
,
5 5 B r o o kl y n L . R e v . 1 3 5 9

,
1 37 2 -1 3 7 3 ( 1 99 0) .

(1 4) J u d y Y . B a r r a s s o
,
N o t e : C o n s tit u ti o n al L a w - M i n o r

'

s Rig h t of P ri v a c y

- -S t at e m a y R e q uir e T hird -P a r t y C o n s e n t fo r a M i n o r
'

s A b o rti o n
, 5 4

T ul . L . R e v . 23 3
,
2 3 6 -2 3 7 ( 1 9 79) . ｢ 多くの 州議会iま [①] R o e 判決

･ - ･ ･ に

敵対的に応 じた+ と言わ れて お り (N o t e
,

lm plic a ti o n s of th e A b o r ti o n

D e cisi o n s : P o s t R o e a n d D o e Lid g atio n a n d L e gi sl ati o n , 7 4 C ol u m L .

R e v .
2 3 7

,
2 40 (1 9 7 4)) ､ 州議会として は , 同判決で 下記 【参考】 に見られ

る通り司法判断が留保さ れた(a)未成年者 に よ る中絶の 場合 と(ち) 配偶者の い る

女性 に よる中絶の 場合に つ き立法で規制 し ､ 女性 に中絶する権利を認め た①

R o e 判決の 効力をで きる限り減殺 しよう と した ｡ その 意味 で ､ (∋R o e 判決以

後に制定が広ま っ たと前掲注 (ll) で指摘 した 二種類 の法規制 ､ すなわち親

同意法 ･ 親通知法 ( I( a)) と夫同意法 ( 一(b)) はそれぞれめ場面に応 じた議

会か らの 反撃で ある - 後述 の②D a n fo r t h 事件や⑧C a s e y 事件等で 問題 と

され た州法に親同意法と夫同意法の両者が含まれて い る の も この 点を反映 し

たもの で あろう｡ 要する に､ 本稿との 関係で 言えば､ ｢ 多くの 州議会が合衆･

国最高裁の [(彰] R o e 判決の 射程を制限 して 中絶の 利用を限定 しようと した

土とで 同判決の 後に大量の 立法が続 い た ｡ 幾 つ もの新しく制定さ れた法律が ､

未成年者 によ る中絶に 親の 同意又 は親 へ の 通知を条件と した+ わけで ある

(B u r n e a tt a B rid g e
,
C o m m e n t : P ar e n t V e r s u s C hild .

: H .L . v . M a t h e s o n

a n d t h e N e w A b o rti o n Liti g ati o n
,
19 8 2 W is . L . R e v . 7 5 , 8 1) 0 S e e

■
M

D a vid B r y a n t J r .
,
S t a t e L e gi sl atio n o n A b o rti o n A ft e r R o e v . W a d e :

S ele ct ed C o n s tit u tio n al l s s u e s
,
2 A m . J ⊥ . & M e d . 1 01

,
1 02 -0 3

,
1 30 ( 1 97 6) .

なお ､ ①R o e 判決で上記( a)(b)場面に つ き司法判断を留保 した と解され る の

は以下の 部分で ある ｡ ｢ 本判決も D o e v . B olt o n 判決[41 0 u S . 1 7 9 (1 9 7 3)]

も ､ 父親の権利 に つ い て は ､ 仮 に合憲性問題の 文脈で存在する にせ よ ､ 論じ
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同意法 ･ 親通知法には 中絶反村派によ る活動の 成果 の
一

つ で ある と い う側

面があり､ しかもその ような動き が1 980 年代以降の 保守アメリカ社会で強

ま っ た ことから して ､ 未成年者の 性行動の抑制と いう意図 もそ こ に は見え

隠れする が
(15)

､ しか し少なく とも判例上 ､ 親同意法 ･ 親通知法を正当化す

る理由と して 挙げられて い る の は ､ 判断能力の 不十分な未成年者を保護す

る には ､ 子 の 利益 となる よう に行動する親の 権威 ･ 権限を尊重する必要 が

ある ､
と い う点 で あ る ｡ 例え ば ､ 後述 の ③B ell otti Ⅱ 判決 で は ､ ∽子 ども

は特に傷つ きや す い こ と ､ (”)子 に重大な決定を下すに足る判断能力がな い

こ と ､ そ して とり わけ ､ (9)子の 養育にお い て 親が重要な役割を果た して い

る こ とが ､ 未成年者によ る中絶 に親の 同意を求める正当化理由とされ て い

る
(16)

｡ ｢ 疑う べ くもなく ､ 責任ある大人 へ と歩む過程で 親が子を手助 けす

る際にその 中心的な役割を い か に効果的 に果 た しうる か ､ 諸々 の 見解があ

る ｡ 当裁判所は こ の 問題 に つ い て何ら特別 の 知見を主張する わけで はな い

が ､ こ れら多くの 見解の 中心 に存 し､ か つ 我が国の 歴史と伝統む
.
こ深く根 ざ

して い る の が ､ 親の 役割とは ､ 我が子 に対して 親がとりうる実質的な措置

を意味する と い う考え で ある こ と は無視 しえな い
｡

･ -
- 未成年者に対する

法律上 の 制限 ､ とりわ け親の 役割を支える ような制限 は ､
い ずれその お か

げで未成年者が十分 に成長 して 成熟し ､ 来る自由社会 へ の 参加が有意義か

L て い な い
｡ こ れらの 判決で は親の 権利は全く主張され て い ない し､ テ キサス

州及び ジ ョ
ー ジア 州の 制定法はその文面上父親 に つ い て 考慮して い な い.

｡

一

定の状況の 下で 父親に つ い て考慮して い る制定法も存在する こ とを当裁判所

も知 っ て い る ｡ 例えば , ノ ー ス カ ロ ライナ州は - -

､ 女性が婚姻 して い る未

成年者､ すなわち1 8 歳未満の場合 ･ - ･ ･

､ 書面 で 中絶の 許可を夫か ら得る こ と

を求め て い る ｡ また女性が未婚の 未成年者で ある 場合は ､ 書面で親の 許可が

必要で あると求めて い る ｡ [ しか し] 当裁判所は本件にお い て こ の種の規定

の 合憲性を判断する必要 はな い ｡+ ( R o e
,
41 0 U .S . a t 1 6 5 n . 6 7 .)

( 1 5) S e e e . g .
,

E li z a b e th L . M u s s e r
,

N o t e : R e c e n t D e v el o p m e n ts :

M a n d ati n g P a r e n t al･ I n v ol v e m e nt i n M i n o r s
'

A b oi
･

ti o n s , 1 3 B e rk el e y

W o m e n
'

s L .∫. 2 8 2
,
2 85 -2 8 7 (1 9 9 8) .

( 1 6) B ello tti Ⅱ
,
4 4 3 U .S . a t 63 4 - 63 9 .
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つ 報われた-もの にするうえで ､ 重要なもの でありうる ｡+ (B ello tti Ⅱ
,

4 4 3

u .s . a t 638 -63 9 . 但 し後述 の 通り ､ 同判決は結論と して違憲と判示｡)

こう して ､ 未成年者によ る 中絶 に 親の 関与を要件とする制定法が各州 で

導入される よう にな っ
■たが ､ こ の まま親同意法の 求め る よう に ､ 無条件に

親の 同意が必要で あるとする と ､ 中絶 に関 して ､ 親は子 に対 して言わば絶

対的な拒否権 ( v e t o) を持 つ こ とに なる ｡ そ こ で判例 は ､ 以後 ､ 未成年者

によ る中絶に親の 関与が必要で ある との 本則を徐々 に削ぎ落と し､ 未成年

者自身の自己決定権を尊重する 方向で 展開 して い く ｡

まず初め に ､ 19 76 年の ②Pla n n e d P a r e n th o o d of c e n t r al M is s o ri v .

D a nf o rth 判決 ( 以下 ､ D a nfb rth 判 決)
(17)

で そ の よう な方向が 現れ た ｡ 同

判決 は6 対3 で ､ 18 歳未満の 未婚女性 によ る中絶む
.
こ親の 同意が必要で ある

旨定める ミ ズ ー

リ 州法に つ き ､ 成熟した未成年者にも自己決定権を認 めな

い で 親の 関与を要件 とする こ とは 許され な い と して ､
こ れを違憲で ある と

判示 した ｡ ｢ 未成年の頻の 妊娠を終了さ せ る こ と に親が ど の よ
■

うな固有の

利害を有して い よう とも ､ それ は ､ 妊娠する に十分成熟 した ､ 判断能力 の

あ る 未 成 年者 の プ ラ イ バ シ
ー

権以上 に 重 要と い う わ け で は な い ｡+

( D a n f o rth , 4 28 U .S . a t 7 5 .)

次に現れたの が ､ 19 79 年の ③B ello tti v .
B air d 判決 (B ello tti Ⅱ判決)

(18'

(1 7) 4 2 8 U .S . 5 2 (1 9 7 6) .

(1 8) 4 4 3 U .S . 62 2 ( 1 9 79) . と こ ろ で ､ ③B ello t d Ⅱ判決 に先立 ち ､ 1 97 6 年 に
ヽ

B ello tti I 判決 ( B ell ot ti v . B ai r d
,
4 28 U .S . 1 3 2 ( 1 976)) が下 されて い る ｡

これ は マ サ チ ュ
ー セ ッ ツ 州法の 同 じ規定の 合憲性が争わ れたもの で あり ､ 同

判決で 合衆国最高裁 は ､ 本件は マ サ チ ュ
ー セ ッ ツ州最高裁 に意見確認 して そ

の 解釈が 明らか にさ れて から判断す べ きもの で あ っ た として ､ それを行わず

に当該規定を違憲と した原審判決を破棄差 し戻 した ｡ その 後､
マ サチ ュ

ー

セ

ッ ツ 州最高裁が当該規定に つ き ､ まず親の 同意を求め たうえで それ が得られ

なか っ た場合 に して初め て 司法的バ イ パ ス 手続が利用 でき るも の との解釈を

示 した こ とを受けて (B aid v . A tt6 r n e y G e n e r al
,

36 0 N . E . 2d 28 8 ( M a s s .

19 7 7)) , その ような解釈を前提 とした同規定の合憲性が改めて 争われる こ と
ヽ

に な っ た ｡ これが③B ell otti Ⅱ判決で ある ｡
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である ｡ ②D a nfo rth 判決に よ り､ く成熟 した≫未成年者は 親の 同意なく
ヽ

して 中絶できる こ と にな っ た が ､ 同判決の 下 で は ､ 依然と して≪未成熟を≫

未成年者に
■
よる 中絶に つ い て は親の 同意を要件とする こ と が認め られ たま

ま であ っ た 1 - - + 丑D a nf o r t h 判決自体 ､ ｢[当該州法] を無効 と し
■
た当裁判

所の 判決は ､ 未成年者の 全 て が ､ 年齢や 成熟性にかか わらず､ 妊娠を終了

させ る こ と に対して自ら有効な同意をな しうると意味するもの で はな い+

( D a n fo rt h
,
4 2 8 U .S . a t 7 6) と強調 して い た ｡ そ こ で③B ell o tii Ⅱ 判決 は

､

当時の マ サチ ュ
ー セ ッ ツ州の 親同意法が18 歳未満の 未婚女性 による中絶 に

は親の 同意を必要と し､ その 同意が得られな い 場合は裁判所 に許可を求め

る こと が で きる と定め て い た こ と に つ き ､ 既述 の 通り ､ 前記(7) (/) (9) の 点

で 規制目的 に正当な理由はある と∴ しな が ら ､ 第 一

に ､ 親の 同意 が得ら れな

い 場合に して 初め て裁判所の 許可
■
を求め る こ と が で きる にと どまり､ 未成

年者は初 め か ら親の 関与な し に直接裁判所 に許可を求め る こ と がで きな い

こと ､ 第二 に ､ 末席年者が 一 人で中絶の 決定を下せ
.

る に十分成熟 して い る

場合にも裁判所の 判断で 中絶が許可されな い 余地の ある こ‾と ､ 以上 二 点 で

不当な負担を未成年者に課 して い る と して
(19)

､ 8 対 1 で こ れ を違憲と判示

した ｡ その 際､ ｢ 州は ､ 妊娠 しで い る未成年者に ､ 中絶に対する 親の 一

方

又 は両方の 同意を得る よう求める 場合､

■ その 代替手続も用意 し かナれ ばな

らな い+ と述 べ た後 に ､ 次の 決定的に重要な判断を示 した ｡ すなわち ､ ｢ 妊

娠 して い る未成年者は
､ その ような [裁判所 によ る] 代替手続にお い て ､

以 下ぁい ずれかを証明する 権利がある ｡ ( 1 ) 自らが親の 願 い と は無関係 に ､

医師に相談 したうえ で 中絶の 決断を下すに十分成熟して おり､ か つ また 十

分説明を受けて い る こ と ( w ell -i nfわr m e d)
_

､ 又 は (2 ) 自らが独立 して 決定

する こ とが で きな い と して もL､ 中絶が自分 に と っ て 最善の利益
■
になる こ

と+ (B ello tti Ⅱ, 4 43 U .S . a t 6 43 -64 4) と いうの がそれである ｡

こ こ で 言う親の 同意に代わ る代替手続 こそ ､
い わ ゆる ｢ 司法的 バ イ パ ス

(19) 4 4 3 U .S . a t 6 47 - 6 48 .
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手続+ であり､
こ こ

_
に､ 《成熟した≫未成年者の み ならず､ ≪未成熟な≫

未成年者も 但 し ､ 前者は当該未成年者の 利益 になると否と にかか わら

ず無条件 に ､
これ に対して ､ 後者は当該未成年者の 最善の利益となる こ と

を条件に
-

､ 親の 同意なく して 中絶を受ける ことを可能なら しめる 司法
■

的 バ イ パ ス 手続の枠組み が確立 したわ けで ある ｡ なお ､ 以上 の判決意見は ､

違憲判断に立 つ 8 人の 裁判官の うち 4 人が 同意したも の で ､ 残り 4 人は ､

妊娠 して い る未成年者が裁判所 に申し立 て る こ と は親の 同意を得る の と少

なくとも 同じ程度に困難で ある か ら , 司法的バ イ パ ス 手続を要求する こ と

自体が不当であると して ､ 当該親同意法が違憲との 上記意見の 結論 に は賛

成 しなが ら ､ そ の 理 由づけ に同調せ ず､ 未成年者自身 の 自己決定権をさ ら

に尊重する立場を示 して い た こ と に は留意す べ き で ある(20)
0

こう して ､ ③B ell otii Ⅱ判決の 言う よう に ､ 司法的 バ イ パ ス 手続が併存

する 限り ､ 親同意法は合憲との 図式が 明らか にさ れ た こ とを受けて ､ 例え

ば､ 司法的 バ イ パ ス 手続を具体的 に法定 して い な い こ とを理由に ア ク ロ

.
ン

市条例 を違憲と した1 983 年の④C it y of A k r o n v .
A k r o n C e n t e r fわr

R e p r o d u c ti v e H e alth 判決 ( 以下 ､
A k r o n I 判決)

(2 1' をは じめ ､ それを踏

まえた判断が後 に続 い た ｡ も っ とも ､ こ れらは全 て ､ 未成年者 による中絶
ヽ ヽ

にあくまで 親の 同意を求め る親同意法に関するも の で ､ 親の 通知を求め る

ヽ ヽ

に と どまる親通知法も ､
こ れ と 同列に取り扱う ベ きか は議論になり得た ｡

と い うの は ､ 親通知法で は ､ 親同意法と異なり ､ あくまで 最終的 に中絶の

決定は未成年者自身に委ねられ て おり ､ 親 に 絶対 的-な拒否権が与えら れ て

い る わ けで はな い とも言 える か らで ある ｡ こ の 点 ､ 例え ば､ 下記⑥E o d g s o n

判決で も ､

■
｢ 親同意法と異なり､ 親 - の 通知を求める 法律は ､ 未成年者に

代 わ っ て その 者 に関する決定をな したI) , また未成年者が中絶措置を得る

こ とを妨げたりする法的権利を第三者に与える もの で はな いム ･ ･ ･ ･ ･ ･ 当裁判

(20) Id . a t . 6 51 -6 5 6 ( S t e v e n s ∫.) .

(2 1) 4 62 U .S .
41 6 (19 83) .
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所で 問われ て い る-[ 親通知] 法は ､ 中絶措置を得ようと して い る未成年者

の 行く手に ､ 絶対的な障
.
害を置くもの で はなく ､ 未成年者とその 親の 相対

立する利害関係を熟慮 したうえで の バ ラ ン ス を表 して い る+ と ､ や は り現

に意識された ( H od g s o n , 49 7 U .S . a t 49 6) 0

ヽ ヽ

こ の 親通知法 に関 して は ､ まず198 1 年の ⑤H . L . v . M ath e s
l
o n 判決 ( 以

下 ､ H . L . 判決) (22) が ､ 未婚の 未成年者によ る中絶の 場合は庖師に親 へ の 通

知 を可 能 で あれ ば求め る と定め る ユ タ州法に つ き ､ 両親と 同居 し経済的に

依存する1 5 歳の 少女からなされた当該規定は違憲無効と の主張に対 して ､

6 対3 で ､ 未成熟で親に扶養されて い る未成年者に適用され る 限りで 合憲

との 判決を下 し た
｡

こ れ によ り ､ 成熟した未成年の 場合は親 へ の 通知が不

要で ある こ と が明らとな っ た が ､ 未成熟な未成年者の 場合に親 へ の 通知が
ヽ ヽ

常に必 要かは判断が示され ず､

.
結局 ､ 親通知法も親同意法と同 じく､ 司法

的 バ イパ ス 手続を伴わな けれ ばならな い か ､ 不 明の まま で あ っ た ｡. こ れ に

よ う や く 解答 を 示 し た と 一

般的 に 考え ら れ て い る(23) の が19 90 年 の ⑥

(22) 45 0 U .S . 3 9 8 ( 19 81) .

( 23) 本文の ような見方 に反対する もの もある (Ci Pl a n n e d P a r e n t h o od v .

C a m bl o s
,
1 55 F . 3d 35 2

,
3 6 3 -3 6 7 ( 4t b C i r . 1 9 9 8) ( 以下 ､ C a m blo s 判決)) ｡

⑥H o d g s o n 判決に 関 して ､

一

般 的には 同判決 に お い て ､ 両親 へ の 通知を求

める タイ プの 親通知法に つ き (同判決は各裁判官で 細かく判断が割れ て おり ､

片親 - の嘩知 に つ い て は 別論) ､ ( a)司法的バイ パ ス の 有無 を問わず同法それ

自体を違憲と した裁判官 4 人､ (b)司法的バ イ パ ス 手続がな い こ とを理由 に同

法を違憲 と した裁判官1 人､ (c) 司法的バ イ パ ス 手続 の 有無を問わず同法を合

意とした裁判官4 人がお り､ 本文で 述べ る通り､ (b)( c)合計 5 人の 裁判官に よ

り､ 司法的バ イ パ ス があれば合憲と判示さ れたもの と理解されて い る . フかか

る 一 般的理解に対 して C a m blo s 判決は ､ (b
_
)の 裁判官 ( オ コ

ー

ナ
ー

) の 意見

をより詳細 に見 る と ､ 実際は司法的バ イ パ ス 手続がな い こ とを理由に違憲判

断が下されたと いうよりも ､ 親の 同意を不要とする例外規定が不十分で あ る

こ とを理由に違憲 とされ ただけで ある ( その不十分さを司法的バ イパ ス 手続

があれば禰える の に同手続が な い の で 補えなか っ ただけの 話で ある) と読み ､

親通知法に つ い て は ､ 親同意法と異なり､ ⑥H o d g s o n 判決 で 5 人 の 裁判官

により ､ 同手続を伴わなければ違憲で ある 旨判示さ れた わけで はない と理解
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H o d g s o n v . M i n n e s ot a 判決 ( 以下 ､ H o d g s o n 判決)
(24)

と⑦O hio v . A k r o n

c e n t e r fo r R e p r o d u c tiv e H e al t h 判決 ( A k r o n II 判決)
(25)

の 二 つ の 同日判

決で ある ｡ ⑥H o d g s o n 判決は ,
ミ ネ ソ タ州の 親通知法 に つ き ､ ③B ell o tii

Ⅱ判決を引用 したうえ ､ 5 対 4 で ､ 十分な司法的バ イ パ ス 手続が ある限り

で 合憲 との 判 決を 下 し ､ ま た⑦A k r o n Ⅱ判 決も ､ 6 対3 で ､ オ ハ イ オ 州

の 親通知法を違憲と判示する に あ たl) ､ 同様 の判断を示 した ｡ 但 し ､ 上 述

の 如く ､ 親通知法と親同意法と は異なる とも言える との 評価が現にあ っ た

にも かかわらず､ なぜ親通知法も親同意法と 同 じよう に ､ ③B ell otii Ⅱ判

決 で言う司法的 バ イ パ ス 手続が ある 限りで 合憲となる の か ､ その 理由に両

判決 とも必ず しも詳細 に は触れ て い な い
｡ ｢ 負担 の より軽 い 親通知法 の 場

合に ､ [親同意法の 場合と] 同様の 分析をあて はめ る こ とを拒否する理由

は何ら与える こ と が できな い+ ( Ⅲo d g s o n , 49 7 U .S . a t 4 0 3) と述 べ る に

と どまる
(26)

｡

い ずれ にせ よ ､ 以上 の 判例 の展 開か ら ､ 要する に ､ 未成年者によ る 中絶

する (S e e C a m bl o s
,
1 5 5 F . 3 d 年t 36 3 -3 6 7) ｡

この ような C o m bl o s 判決の 理

解はそれ を下 した第4 巡回区合衆国控訴裁以外で は見 られず､ むしろ例えば､

第6 ･ 第 7
･ 第8 巡回区の い ずれの 合衆国控訴裁で も本文記述の ような見方

トキ従 っ て い る ｡ 従 っ て ､ や はりそち らが 一

般的な理解で あろう ｡ S e e T e r e s a

S t a n t o n C olle tt
,

S e e kin g S ol o m o n
'

s lVi sd o m : J u dici al B y p a s s of

P a r e n t al I n v ol v e m e n t i n a M i n o r
'

s A b o r ti o n D e ci si o n
,
52 B a yl o r L . R e v .

51 3
,
5 2 0 n . 2 9 a n d n . 3 0 ( 2 00 0)) . なお ､ 永水

･ 前掲注 (l l) 1 5 1
-

1 52 頁 は､

その 旨の 明示 はな い が ､ 少数説 である C a 皿 bl o s 判決 の 理解に 従 っ た記述を

して い る ｡

(2 4) 4 9 7 U .S . 4 1 7 (1 9 9 0) .

(2 5) 4 9 7 U .S . 5 0 2 (1 9 9 0) .

(26) 但し､ 親同意法と親通知法は ､ 未成年者 に と っ て 親の 関与と いう意味で 実

際の効力は等 しく ､
い ずれ にせ よ ､ 司法的バ イ パ ス を求め て 裁判所 に申し立

て る こ とを認 め る必要性 は両者で 同じで ある と の指摘は多い ｡ S e e e . g .
, ∫.

S h o s b a n n a E h rlic h
, J o u r n e y T h r o u g h t h e C o u r t s : M i n o r s

,
A b o rti o n a n d

t h e Q u e s t fo r R e p r o d u cti v e F air n e s s
.
10 Y al e J . L . & F e m i ni s m 1

,
3 n .

1 2 ( 1 99 8) .
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にっ き ､ 州は制定法で 親の 関与を求め る こ とが で きる が ､ しか しそれ は
､

親同意法であれ親通知法で あれ､ 親の 関与に代わる司法的 バイパ ス 手続を

同時に用意しなけれ ばならな い と解される に至 っ た わけである ｡ そ して ､.

そ こ で言う ｢ 司法的 バ イ パ ス 手続+ と は ､ ③B ello tii Ⅱ判決で 示され た通

り､ 未成年者が( 1 ) 自らは単独で決定しうる ほ どに成熟して い る こ と ､ 又

は( 2 ) 未成熟で ある と しても ､ 中絶が当該未成年者自身に と っ て 最善の 利

益 となる こ と ､
この い ず れか を証 明すれ ば ､ 親の 関与なく して 中絶を受け

る こ とを可能な ら しめる ､ 文字通り親の 関与を司法的 に バ イ パ ス するも の

で ある ｡
こう して ､ 親の 関与を必要 とす る本則 が ､ その 代わり で ある ≪迂

回路≫ と して の 司法的バ イパ ス 手続によ っ て上記( 1 ) ( 2 ) の 証明が満たさ

れる 限りで 削ぎ落と され ､ 結果と して ､ 未成年者自身の 自己決定権がその

範囲 で尊重さ れ る こと にな っ た ｡ こ の 図式は ､ 中絶規制法
一

般 に対する違

憲審査基準に つ き､ 厳格な審査基準を採用 した①R o e iu 決を実質的 に変更

し て 不 当 な 負担 基 準 を 採 用 し た19 92 年 の⑧Pla n n e d P a r e n th o o d of

S o u th e r n P e n n s yl v a ni a . Ⅴ . C a s e y 判決 (以下 ､ C a s e y 判決) (27)
にお い て も

引き続き維持され ､ 今日 に至 っ て い る ｡ その 結果 ､ 現在 ､ ほと ん どの 州で ､

こ れ に応じて ､ 制定され て い る親同意法 ･ 親通知法は司法的バ イ パ ス 手続

を伴う形にな っ て い る ｡

2 . 近年の 運用傾向 - 代替として の 司法的 バ イ パ ス 手続の 本則化

以上の 図式に従 い
､ 今日 ､ 未成年者は ､ ( 1 ) 成熟性の 証明 ､ 又 は こ の 証

明に失敗 した場合は( 2 ) 子 の 最善の 利益性の 証明を して 初め て ､ 司法的 バ

イ パ ス 手続を通 じて ､ 親の 関与な しに中絶措置を受けられる こ と にな っ て

い る が ､ 現実には ､ こ れら( 1 ) ( 2 ) の 証明 は ､ 司法的バ イ パ ス を求め る未

成 年者に と っ て ､ 何ら高 い ハ
ー ドル にな っ て い な い

｡

(2 7) 5 0 5 U .S . 8 33 (1 9 92) .
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司法的バ イ パ ス 手続の かか る 運用 を顕著 に示すの が ､
マ サチ ュ

ー セ ッ ツ

州で の 実態で ある ｡ 司法的 バ イ パ ス 手続の 伴う親同意法を定める 同州にお

い て ､ 過去1 60 00 件の 申立 て のうち ､ 司法的バ イ パ ス が認め られな か っ た

の は わずか に2 件で
(28)

､ ｢ 中絶をする との 自らの 決定 に裁判所の 許可を求

め る ほと ん ど全 て の 未成年者が その 許可 を得て い る+
(29)

こ と が指摘され て

い る ｡ 例え ば ､ 既に我が 国で も紹介され て い る よう に
(29 a)

､ M n o o ki n によ

る調査で は ､ 同州 で1･981 年か ら198 3 年になされ た130 0 件の 申立て のうち ､

第
一

審 レ ベ ル で (1 ) ( 2 ) の い ずれ の 証明も認めなられ なか っ たの は 5 件に

すぎず､ しかもそのうち4 件は上訴等で認め られ ､ 最終的 に司法的 バ イ パ

ス が否定さ れ たも の は 1 件だ けで ､ そ の 1 件も上訴せ ずに近 隣の 州 に行き ､

結局 は中絶措置を受けて い る こ と が確認 さ れ て い る
(30)

｡ また 同州を対象と

した その 後の 調査 で も､ 198 1 年か ら19 85 年に は4 7 7 件 に1 件 の 割合 で しか

司法的 バ イ パ ス が否定され て い な い
､ すなわち許可率は9 9 . 8 % で ある と報

告さ れ て い る
(3 1)

｡
こ れらの 事実から､ ｢ 申立 て と出廷さえすれば､ 司法的

バ イ パ ス を得る に は十分で あ る よう に思 わ れ る+
(32)

と まで 言われて おり ､

(28) C olle tt
,

s u p r a n ot e 23
,

a t 5 2 2 .

(2 9) p la n n e d P a r e n th o o d L e a g u e of M a s s a c u s e tt s
.
I n c . v . A t t o r n e y G e n e r al

,

6 77 N
.
E

.
2 d 1 01 ,

1 06 ( M a s s . 1 99 7) 〔後掲注 (5 5) の本文以下 で 引用の
一

部〕. なおそこ に は ､ 典拠 は示さ れて い な い が ､
マ サ チ ュ

ー セ ッ ツ州で は中

絶を希望する 未成年者の 約3 分 の 2 が親の 同意を得て い る との 言及が見られ

る (Id . a t 5 95 n . 9) ｡

(29 a) 永水 ･ 前掲注 (ll) ｢(1)+ 上智法学論集48 巻 1 号1 55 頁以下 ｡

(3 0) R o b e rt E . M n o o ki n , I n t h e l n t e r e s t of C 山1d r e n : A d v o c a c y , L a w

R ef o r m
,

a n d P u b li c P oli c y 2 3 9 -4 0 (1 98 5) .

(3 1) S e e S u s a n n e Y at e s & A nit a J . P h e r
. J u d gi n g M at u rit y i n t h e

C o u r t s : T h e M a s s a c h u s e tt s C o n s e n t S t at u t e
,

7 8 A m . ∫. P u b . H e alth

6 4 6
,
6 4 7 (1 9 8 8) .

(32) R e c e n t C a s e : A b o rtio n Rig b t s
- P a r e n t al C o n s e n t R e q ui r e m e n t - -

A ri z o n a C o u r t of A p p e al s H old s T h a t a M i n o r M u s t S 血o w Fit n e s s b y

C le a r a n d C o n vi n ci n g E vid e n c e T o B y p a s s th e S t at e
'

s P a r e nt al

C o n s e nt R e q ui r e m e n t .
- I I n r e B .S . , 74 P . 3 d 2 8 5 ( A ri z . C t . A p p . 20 0 3) ,
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司法的バ イ パ ス を得る ため の 上記( 1 ) ( 2 ) の ｢ 証明+ の ハ
ー ドル の 高さが

実際に は如何 ほ どの も の か窺 い 知れ よう ｡ こ の ような傾向は ､ 程度の 差は

あれ ､ 基本的に他州 にお い て も ー

般 に見られ
(33)

､ 司法的バ イ パ ス 手続は往々

に して ｢ 単なる 通過手続 ( a m e r e p a s s -th r o u gh p r o c e e di n g)+
(34)

､ ｢ シ

ー ル を貼 っ て 押印す る よう な ､
ル ー テ ィ ン の 事務仕事+

(35)
､ ある い は ｢ 単

なる ゴ ム 判+
(36)と形容され て い る ｡

こ れらの 表現も ､ かかる運用 の 実態を

反映して の こ とで ある ｡

こ の ような司法的 バ イ パ ス 手続の 形骸化傾向の 原因は幾つ か考えられる

妊娠 と い う事実か ら ､ 未成 年者と は い え､ そもそも ､ 少なく とも身体

的に､ そして 多く は精神的にも成熟 して い る場合が多 い の が理 由の
一

つ と

思 わ れる(37)
が ､ より根本的 には ､ 裁判官に して みる と ､ 中絶を希望す

る未成年者の 申立て を否定して 司法的 バ イ パ ス を与えなけれ ば ､ 結果と し

て 当該未成年者にその 意思 に反 して 出産を強要する こ と に つ ながりか ねず､

1 1 7 H a r v .

I
L

.
R e v

.
2 78 5

,
2 78 7 (2 00 4) .

(3 3) S e e C o u e t t s u p r a n o t e 23 , a t 52 3 〔ネブ ラ ス カ 州で近年､ 司法的バ イ パ

ス が否定され た例 は 1 件､ しかも上 訴で それが認められた こ と ､ また ミネ ソ

タ州で は3 5 73 件の うち3 5 58 件が肯定例 で ある こ と､ 及 びヴァ
ー ジ ニ ア 州の 各

州で は1 8 件の うち否定例 は 1 件で ある こ とが紹介〕.

(3 4) I n r e B .S .
,
7 4 P . 3 d at 2 8 9 .

( 3 5) H o d g s o n v .
M i n n e s o t a

,
64 8 F . S u p p . 75 6 , 7 6 6 〔⑥H o d g s o n 判決の 第

一

審〕.

( 3 6) Ibid .

( 3 7) 裁判例 に 現れ る の は1 6 歳前後の 少女 が多い (例 えば ､ 本稿 の 紹介す る I n

r e B . S . 事件で も申立人は16 歳の 少女で ある) ｡ なお ､ 19 98 年か ら1999 年の

間に マ サチ ュ
ー セ ッ ツ 州計画出産協会連合 (Pl a n n e d P a r e n th o o d L e a g u e

of M a s s a c h u s ett s) で 中絶の ため の カ ウ ン セ リ ン グを受けた未成年者 一

同

州の ほとん どの 病院が中絶希望の 未成年者をカ ウ ン セ リ ン グ及び患者紹介の

た めに 同セ ン タ ー ヘ と回して おり ､ 司法的バ イ パ ス を求め る ほとん ど全て の

未成年者が そこ で の カ ウ ン セ リ ン グ手続等を経てい る と言わ れる ( E h rli c h
,

s u p r a n o t e 1 3
,

a t 8 7 - 8 8) -

の デ ー タ によ る と ､ そ の ような未成年者の 年

齢は13 歳か ら1 7 歳 ､ 平均 は16 .

.
3 歳 (割合は1 7 歳52 % ､ 16 歳33 . 5 % ､ 15 歳11 % ､

1 4 歳2 . 7 5 % ､ 13 歳0 . 2 5 % ) との こ とで ある (Id . a t 9 3) ｡
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その こ と に強 い 抵抗感を覚える からで あろう ｡ しかも容易に想像が つ く よ

うに ､ 中絶を望 む未成年者は ､ 司法的バ イ パ ス を拒否され た場合 ､ や むな

く親の 同意を得よう と努める 可能性も全くな い と
_
は言 い 切 れな い が ､ あえ

て 親に相談せ ずに直療裁判所 に申し立 て て まで して い る ことか ら ､ 結局は ､

モ グリ の 医者 に駆 け込 むか ､ 自身で 中絶をする か ､
い ずれ にせ よ ､ 当該未

成年者 の 身にかえ っ て 危険な結末にた どり つ く可能性 が高 い ｡ こ の 点 に照

らすと ､ 裁判官が い ずれ にせ よ ､ 最終的に は司法的バ イ パ ス を与える ほ か

な い と考えて も無理か ら ぬ と こ ろ である
(3 8)

｡

( 1 ) ( 2 ) の 各証明に即して ､ もう少し詳 しく見て み よう ｡ まず( 2 ) に関

して 言う と ､ 中絶を希望す る未成熟 な未成年者 の 意 に反 し なが ら ､ か え っ

て 逆に中絶の 途を閉 ざすほうが当該未成年者 の 最善の 利益 になる と考え ら

れる場合が果 た して 本当にある? か ､ 疑問が投げか けられる ｡ 確かに ､ 妊

娠期間が ある程度進んで か らの 中絶 は危険で あるか ら ､ その ような場合に ､

未成熟な未成年者 の 意思 に 反 して で も中絶を否定する こ と は当該未成年者

の 最善の利益で ある とも言え そう で ある ｡ しか し､ か か る場面 の 中絶禁止

は ､ 未成年者で ある こ とを理由にするま で もなく ､ 成人も含め ､

一

般 に禁

止され る
(3 9)

｡ 従 っ て ､ こ の ( 2 ) の 証明が現実に強調される の は ､ 未成熟な

(3 8) M n o o ki n
,

s u p r a n o t e 3 0
,

at 26 3 は ､ 未成熟な未成年者の 利益 に ならな い

と して 中絶を否定する と ､ 今度 は結果と して そ の 未成熟な子に出産を強要 し､

親の 責任を課すこ と になる が ､ それがそ の 子 の 利益 となる であ ろうか と疑問

を呈し､
い ずれ に して も司法的バイ パ ス は認め ざるを得ない と述べ て い る ｡

そ して そうで あれば ､ 司法的バ イ パ ス 手読の 結論 は既に 決ま っ て い るような

もの で ､ 同手続は ｢不必要か つ 費用の か か る時間の 無駄+ で無きに しもあら

ずの 面がある と指摘する (Ibid) ｡

(3 9) ア メ リ カ にお い て ､ 胎児の 生命保持可 能性 ( vi a b nit y) が認め られ る後の

中絶を禁止する 州が ほ‾とん どで ある ことは ､ J uli u s F a s t & T i m ot h y F a st
,

T h e L e g al A tl a s of th e U nit e d S t at e s 4 2 ( 1 99 7) の 図か ら 一

目瞭然で あ

る ｡

なお
一

般 に , 未成年者による 中絶を否定的 に捉える際に ､ 未成年者に対す

る 中絶の 健康上 の リ ス クが理由と して指摘される ことがあるが ､ 中絶の 否定
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未成年者が親か ら虐待を受けて い る とき に ､ その ような親の 同意を得る こ

と は困難なの で ､ 司法的バ イ パ ス を与え て 親の 関与な しに 中絶 を認め る こ

とが子の 最善の 利益 になると判断される場合ぐら い で ある
(40)

｡ むしろ ､ ｢ 中

絶に裁判官が個人的に反対して い る と い う他 には
､ 未成熟な未成年者の 意

思む子反 して 妊娠の 継続と出産を強要する こ とが ､ その 未成年者の 最善の利

益にかなうも の であろうとの 判断を正当化づ ける理由を思 い つ くこと は困

は即ち出産を意味するか ら ､ 健康上 の リ ス ク と言うの で あれば､ 当該未成年

者に と っ て の 妊娠継続及び出産の健康上 の リス ク も併せ て 同時に考慮する 必

要があろう ｡ 中絶 に よ る死亡率と妊娠継続 ( 妊娠中毒症) による死亡率の 比

較に つ い て は ､ C olle tt
,

s u p r a n o t e 2 3
,

at 5 4 8 n . 1 43 参照 ｡

( 4 0) こ の 点の判決例を整理 して概観するもの と して ､ W illia m H
.

D a n n e r
, J r .

,

･ V alidit y C o n s t r u c ti o n
,

a n d A p plic ati o n of S t a t u t e s R e q u e s tin g p a r e n t al

N otifi c ati o n of o r C o n s e n t t o M i n o r
'

s
■
A b o r ti o n 7 7 A L R 5t h 1 ( 20 0P_

&

20 0 4 S u p p .) §30 [ b] ( そこで 紹介され る判決例 で は ､ 特に子が精神的 ､

肉体的､ 性的に虐待さ れ て い る場面 を念頭 に置 い た議論が展 開され て い る) ｡

なお ､ こ こ で 言う ｢子の 最善の 利益+ 性は ､ 前述の③B ell otti Ⅱ 判決 の 判旨

(B ell otti II
,

44 3 U .S . a t 63 4 1 6 44) か ら素直に受け止め れ ば､ 子 にと っ て

の 中絶の利益を意味する と解される が ､ 特に親通知法に関 して は ､ 子 に と っ

て の 非通知の利益 , すなわち､ 親 へ 通知しない こ とが子の 利益 になる と いう

意味で規定され直す こ とが多 い (例えば ､ テ キサ ス 州 ､ オ ハ イ オ州 ､
モ ン タ

ナ州の 親通知法 ( T e x
.

F a n . C o d e §33 . 0 0 3(i) ( 20 0 4) ; O hi o R e v . C od e

§21 5 1 . 8 5( c)( 2) ( 20 0 5) ; M o n t . C o d e A n n
. §5 0 12 0 1 21 2( 5)( b) (2d o 4)

等) ｡ 司法的バ イ パ ス 手続で 求め る ( 2 ) 子 の 最善の利益性の 証明 に つ き ､ 最

一終的な判断対象である中絶の利益性を判断す る に考慮す べ き事情 の ほうが ､

非通知の それ を判断する に考慮すべ き事情よりも範囲は広い
｡ その意味で ､

親通知法に関 して 前者で なく後者の 意味 に置き換えて 規定 し直され て い る の

は ､ 中絶の 最終決定権が未成年者に留保され て い るこ とを踏まえ､ ( 2 ) の条

件を少し厳 しく して , より親権 に配慮しようと したもの で ある と評価 しうる ｡

こ の点 ､ L a m b e rt v . W i c kl u n d
,
52 0 U .S . 2 9 2 (1 9 9 7) は ､ 子 にと っ て の 中

絶の 利益 で はなく ､ 非通知の利益 の意味で 規定 して い る上記モ ン タ ナ州法に

つ き､ ③B ell otti Ⅱ判決 に反するもの で な い と判示 して い る ｡ ｢ 子の 最善の

利益性+ の 二 つ の 意味の 混同と区別の 必要性 に つ き ､ . S t u hlb al g ,
s u p r a n o t e

1 3
,

a t 9 5 5 - 95 6 参照｡
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難 で ある+ と指摘され て い る
(4 1'

｡ ( 2 ) の 証明は ､ 司法的 バ イ パ ス を得て親

の 関与な しに中絶する こ とを希望する 未成年者に と っ て ､
( 1 ) の 証明 に失

敗した場合の最後の 受け皿となる が ､ とりわけ親同意法の 下 で は ､ 大方､

( 2 ) の 証明は改め て 問うまで も なく ､ 事実上( 1 ) の証 明で 既 に勝負は決ま

っ て い る よう にも見える
(42)

｡

で はその ( 1 ) の 証 明に つ い て 裁判所 が実質的 に審理 して い る か と言え ば､

こ れま たそう で な い
｡ 再 び マ サ チ ュ

ー セ ッ ツ 州を対象 と した調査 に目を向

ける と ､ 司法的バ イ パ ス 手続の 平均審理時間 はわずか に12
.
2 分で ､ 92 % 以

上 が2 0 分以内に終わ る と報告さ れ て い る
(4 3)

｡ しかも ､ そ こ に医師や心理カ

ウ ン セ ラ ー 等 の 専門家 の 同席 はな い
(44)

｡ こ の事情 は他 の 州で も 同様 で ､ 裁

(4 1) H od g s o n
,
49 7 U .S . a t 4 75 ( M a r sh all ∫.) .

( 42) D a n n e r
,

s u p r a n o t e 4 0
,

a t §29 掲載の判決例参照 ｡ (2)子の 最善の利益性

は , あくまで ( 1 ) 成熟性が満たさ れな い 場合 に だけ問題 となる ｡ すなわち ､

成熟 した未成年者に よる 中絶の 場合 に は ､ 中絶 しない ほうが (例えば ､ 中絶

せず に生まれ た子を養子 に出 したり ､ 中絶せずに相手と婚姻する ほうが) そ

の 子の 利益になる と客観的には考えられ ようとも､ 同人に単独 で成熟した判

断をなす能力がある と認め た以上 ､ 子の 最善の利益性を客観的に検討する必

要 はなくなる の で ある ｡ も っ とも ､ 羽月
･ 前掲注 (l l) ｢Ltj+ 神戸法学雑誌

4 4 巻 3 号66 7 頁以下 は ､ 裁判所がく1 ) 子 の 成熟性の 判断をする 際 に ( 2 ) 子の

最善の 利益性も実質的に考慮して い る疑 い がある こ とを指摘する ｡

(43) Y at e s & Pli n e r
,

s u p r a n o t e 31 , a t 6 4 8 . S e e al s o Pl a n n e d P a r e n th o od

L e a g u e
,
6 7 7 N . E .

.
2 d a t 10 5 a . 6 ( M a s s .

1 99 7) 〔マ サチ ュ
ー

セ ッ ツ州で は､

司法的バ イ パ ス 手続 の ため に未成年者が裁判所内に い るの は お そよ 2 時間､

裁判官の 前 に い る の はお よ そ1 5 分か ら30 分 と指摘〕. 無論 ､ 司法的バ イ パ ス

手続の 審理が長期 に及ぶ と , 未成年者は 中絶を受ける機会を事実上 失う こと

になるの で ､ そもそも迅速な審理が求められ て はい る ｡ 後で確認する ように

( [
.
1

. 参照) ､ 例えば､ 本稿の 紹介する I n r e ち
. S . 事件で争点とな っ た ア

リ ゾナ州法 A . R .S .§3 6 -2 1 52 も( E ) 項で 原則48 時間以内の 決定を命じて い る ｡

( 44) それ故､ 裁判所 は司法的バ イ パ ス 手続 にお けるく1 ) ( 2 ) の判断を､ 専門家

で ある医師等に委託すべ きで ある と の 提言もなさ れて い る (E . g .
,

K a th e ri n e

M
. W a t e r s ,

N o t e : J u dici al C o n s e n t t o A b o rt : A s s e si n g A M i n o r
'

s

M a t u rit y ,
5 4 G e o . W a s h . L . R e v . 9 0

,
1 1 6 -1 1 7 (1 9 8 5) .) .
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判例の 中に は ､ 親の 関与を排除する ため に 司法的バ イ パ ス を求めて 未成年

者が直接裁判所 に申立 てをする こ と自体が当該未成年者の 成熟性を表 し
.
て

い る と判示する も
‾
の まで 見られる

`45〉
｡

こ れ で は裁判官自ら､ ｢[司法的バ

イ パ ス の] 決定 は ､ 案件が裁判官室に来る前に ､ 既 に下さ れて い る+ と言

うめも無理 はな い
(46)

｡ こ の ように ､ 相当に高い 許可率と ､
ごく短時間の 審

理時間からして ､ ( 1 ) の 成熟性の 証明は ､ 事実上無審理で ､ ある い は最大

限緩や か に ､ 認 め られ て い る の が実状 で あろう
ー

但 し ､ 極端に低年齢の

未成年者にまで 成熟性を認める と ､ 判断能力の 著 しく不足する 少女 に単独

で 中絶に伴うリ ス ク等 の 評価 を求める こ と にな る の で 限度はあ ろう｡
こ れ

は
､ 上述の 通り ､ 裁判官の 多くが ､ 未成年者が未成熟 で ある こ とを理由に

司法的バ イ パ ス を否定す れば､ 結果 と して 当該未成年者の 意思 に反する出

産を強要する こ と にも つ なが りか ねず､ い ずれ に して も未成年者の 申立 て

は認め ざる を得な い と考えて の ことと思 わ れる ｡

こう して ､ 親同意法 ･ 親通知法を巡る判例法の展 開 の 下 ､ 未成年者は中

絶をなす に親の 関与を得る こ とが本則 とされながら ､ 同時に( 1 ) 成熟性又

は( 2 ) 子の 最善の利益性の い ずれ か の証 明を ｢条件+ に司法的 バ イ パ ス を

得る こ とで ､ 親の 関与なく して その 日的を達する こ と が認め られる が ､ そ

の 運用 の 実態か ら明らか にな っ た の は ､ 本則を切り崩す ｢ 条件+ とされた

( 1 ) ( 2 ) の 証明 が ､ 今日 ､ 現実 に-ま ｢ 条件+ と して の役目を果 た して い な

い と い う土と で あ っ た ｡ すなわち ､ ( 1 ) ( 2 ) の 証 明と い う条件を つ けて≪迂

回路≫ と しての 司法的バ イ パ ス 手続の 利用 が制限され て い たはずである が､

その 条件は形骸化 し ､ 言わ ば無条件に近 い 形 で利用 され て い る の で ある ｡

親権に配慮 して ( 1 ) ( 2 ) の 証明と いう ｢条件+ - 歯止め が設定されながら､

それが はずれて ､ 実務上 は ､ 未成年者自身の 自己決定権を尊重する方向 へ

(4 5) E . g . , E x p a r t e A n o n y m o u s
,
6 64 S o . 2d 88 2 ( A la . 1 9 9 5) . 但し ､ 同判決

は､ 司法的バ イ パ ス 手続 に頼 るうえで 当該未成年者が特 に弁護士の 助言を求

め た点を強調 して い る ｡

(4 6) H o d g s o n v . M i n n e s o t a
,
64 8 F . S u p p . a t 7 6 6 .
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と向かう傾向にある もの と評価 で き よう｡

も っ とも ､ 確か に
一

般的な傾向と して ､ 司法的 バ イ パ ス 手続が実質的審

理 で なく単なる 形式的審理 にと どまり ､ 親の 関与 に代わる司法的バ イ パ ス

が最終的に認められ る割合は相当に 高い - 既述 の 通り ､ 調査で は マ サチ

ュ
ー セ ッ ツ州 の それ は99 . 8 % で ある

-

が ､ しか し奉成年者の 申立て が現

実に否定さ れ る例 も ､ 圧倒 的 に少数 で はある が ､ 皆無な わ けで はな い
｡ 州

によ っ て は ､ とりわ け 一

審 レ ベ ル で 司法的 バ イ パ ス か否定され る - 但 し ､

その多くが上訴審で 覆されて い る もの も散見される ｡ こ の 点を捉え ､

｢ 若 い 女性が ほ と ん ど似たも の で ありなが ら裁判所の 決定が異なる の は ､

成熟性の 判断が ､ 特定の 若 い 女性の 成熟性とその 同意能力 に つ い て裁判官

が どう思うか と いう より､ 中絶 に つ い て裁判官が どう思う かに密接に関連

して い る こ とを示 して い る よう に思 わ れ る+
(47) との 評価も寄せ られ て い る ｡

事実 ､ 中絶に対する 裁判官の 個人的見解が未成年者め成熟性を判断する 基

礎 にな っ て い る と窺わ せ る も の に ､ 例 え ば ､ オ ハ イ オ 州最高裁の I n r e

J a n e D o e l 判決
(48) を挙げる こ と がで き よう ｡ 同判決で は

､ 1 7 歳の 少女の

成熟性を否定 した原審が維持され ､ 結果と して 司法的バイ パ ス は認め
.られ

なか っ た が ､ その 際に ､ 以下 の事実 ､ すな わち ､ ( a)当該未成年者の 今回?

中絶が前回の 中絶 か ら 一 年も経 っ て い な い こ と ､ (b)前回と今回とで それ ぞ

れ 異なる男性を相手 に性交渉した末に妊娠 して い る こ と ､

I

,
( C)家族計画 プロ

グラ ム を途中放棄 して い る こ と ､ 以上 の 事実に言及され た
(49)

｡ 特に( a)(b)の

事実 - の 言及 は ､ 未成年者の 成熟性 を判断する と い う名 の 下 で ､ 実際 に は

それ と無 関係 に ､ 裁判官個 人 の 性道徳観 がく1 ) 成熟性判 断を左 右して い る

可能性の ある こ とを推認さ せ るも の で ある
5=.

｡ もと より
r

( 1 ) 成熟性の 判断

(4 7) 3 T r e a ti s e o n H e alt h C a r e L a w §1 9 . 00 [ 3] [ a] ( M i c h a el G . M a cd o n ald

e d .
20 0 4) .

48

49

5 0

5 6 6 N . E . 2 d 1 18 1 ( O hio . 1 9 91) .

I d . a t 1 1 8 4 .

S t u blb a rg ,
s u p r a n o t e 13

,
a t 9 52 -9 53 . 裁判官によ るく1 ) 成熟性判断の窓
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基準 は必ずしも明確で な い こ ともあ っ て ､ そ こ に ､ 個々 の 未成年者の 成熟

性と直接関係の な い
､ 裁判官の個人的な価値観が入り込む余地は多分 にあ

る が ､ それ で も ､ 前述の 通り､ 司法的バ イ パ ス を与えなし､ こ と で た どり着

く結末を考える と
､

一

般的に ､ その 影響は未成年者の 自己決定を尊重する

方向 に働く場合が圧倒 的で ある もの の ､ 中に は反対 に､
こ れ を制限する方

向で 顕在化する 場合もあり得る こと を同判決は示して い る ｡

そうす る と ､ 司法的バ イ パ ス 手続が裁判官 の個 人的な価値観 に基 づ い て

混用され た具体例 を目 の 当た り に して ､ こ れ を解消 しよう と甲動きが 出て

くる ｡ その 動き には 二 つ 方向が あり ､

一

方で ､ 特 に( 1 ) の 成熟性の 判断の

窓意性 に対する批判を受け止 め ､
こ れ に応える べ く ､ その 基準の 明確化を

図ろう とする動きが ある ｡ こ れ は ､ 親の 関与が必 要で ある と い う本則 を削

ぎ落とす ｢条件+ の 要 と して の ( 1 ) 成熟性判断を改め て適正 に機能させ ､

裁判官の 個人的な価値観を排除する こ と で ､ 司法的バ イ パ ス 手続の 本来意

図した ､ 親の 関与と未成年者の 自己決定との バ ラ ン ス を回復 しようとする

意性 に関する議論 に つ き､ 永水
･

前掲注 (l l) ｢(1)+ 上智法学1 53 頁以下 参照｡

例えば､ 後述の2 αX)年に テ キサ ス 州最高裁が下 した I n r e J a n e D o e 判決(1 9

S . W . 3d 34 6 ( T e x . 2 00 0)) で は -

当該未成年者が ｢成熟 して おり ､ か つ

また十分説明を受けて い る ( m a t u r e a n d s uffici e n tl y w ell i n fo r m e d
■
)+ 場

合に は司法的バ イ パ ス を得て 親の 同意なく して 中絶 しうる と規定す る 同州の

親通知法 (T e x . F a m . C od e §3 3 . 0 0 3(i) ( 2 00 4)) とo) 関係で 言う と､ より

正確に は ､ 成熟性( m a t u r e) で なく､ 十分な説明があ っ たか否か(s u ffici e n tly

w ell■i nf o r m e d) が争点とな っ たもの で はあ るが -

､ 裁判官の 役割と して

個人的な価値観を排除する ことが求め られる とあえて 冒頭に
一

節設けて述 ベ

られて お り (1 9 S . W . 3d at 3 50) ､ 裁判官の 個人的な価値観がその判断を左

右する蓋然性 の ある現実を改めて 示唆して い る (同判決 で は ､ Ⅲe t c h 裁判官

が ､ 過去の 同様の ケ ー ス で司法的バ イ パ ス を認め た多数意見側の 裁判官を個

人的な感情 に基づ い て判断する ｢司法積極主義者+ で ある と口 汚く罵 っ た し

た ため (E .g .
,
I n r e J a n e D o e 4

,
1 9 S . W . 3d 3 2 2 , 3 2 8 ( T e x . 2 0 0

1
o)) ､ 多数

意見側 の 裁判官か ら ､ 本件にお い て ､ む しろ Ⅲet c h 裁判 官こ そ個人的な感

情 に基 づ い て 判断 して い る と逆 に応酬が なされ (I n r e J a n e D o e
,
1 9 S . W .

3 d at 3 6 3 ( G o n z al e s ∫.) ､ 泥仕合の様相を呈 して い る) ｡
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も の である ｡ ｢ 成熟性+ の 定義づ けに取り組む判決例が少なからず見られ

る の は
(5 1)

､ その ような動きの 表れと言 っ て よ い ｡ しかし他方で ､ もう
一

つ

の 動きがある ｡ それが ､
( 1 ) の 成熟性判断が窓意的である との 批判を契機

に､ か か る批判に乗る形 で 一 気に , 裁判官の 個人的な価値観 による混用 を

根絶すべ く ､ 形骸化 して い る 司法的バ イ パ ス 手続を廃止 して ､
(1 ) の 証明

を経る ま で もなく完全 に無条件 で ､ 未成年者が単独で 中絶する こ とを認め

ようとする もの で ある ｡ 今や 司法的バ イ パ ス 手続は実質的に機能を喪失し

て い る の で ､ 混用 され る ぐらい なら ､ それ を無く して しまおうと いう の で

ある ｡ かか る動き に は ､ 未成年者によ る中絶に親の 関与を求める こ と自体

が たとえ ≪迂 回路≫ と して の 司法的バ イ パ ス 手続を伴おう とも ､ その

利用 は( 1 ) ( 2 ) の 証明を ｢条件+ に認め られる だけなの で 未成年者の

自己決定権を侵害 し て 達 意 で あ る と の 考 え が 根 元 に あ る ｡ も と も と③

B ello tii Ⅱ判 決 で 当時の マ サ チ ュ
ー セ ッ ツ 州 の 親同意法が違憲とさ れ た際

に ､ 既 に紹介 した通り ､ 司法的 バ イ パ ス 手続 が伴 っ て い な い こ とを理由に

違憲と した 4 人の 裁判官の判決意見と訣を分 かち ､
こ れと同数の 4 人の 他

ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

の 裁判官が ､ 結論に は賛成 しなが ら ､ 同手続も含め ､ 未成年者自身の 自己

決定を侵害する
一

切 を違憲 とする 考えを示 して い た
(52)

｡ 早く も③B ell otii

Ⅱ判決にお い て 司法的 バ イ パ ス 手続が確立 した瞬間 に ､ 未成年者の 自己決

定に対する 制限と いう観点から同手続 に対 する疑問が提起 され た わ けで ､

しか もその 後 ､ 現実に こ の 疑問を反映する か の よう に ､ その 運用が形骸化

して ､ ほ と ん どの ケ
ー

ス で 司法的 バ イ パ ス が与えられ る よう にな っ て い る

実状 に鑑 みる と ､ 未成年者の 自己決定を尊重する涜れ に従 い
､ こ れを行き

着く ところまで押 し進め ようと の動 きが生 じた と して も不思議で はな い
｡

例え ば､
･ カリ フ ォ ル ニ ア州 にお い て ､ 同州最高裁 が激しい議論の 末に ､ 1 9

9 7 年の A c a d e m y of P e dia t ric s v . L u n g r e n 判決(以下 ､ L u n g r e n 判決)
(53)

51

52

53

D a n n e r
,

s u p r a n o t e 40 , §1 4 〔c] .

前掲注 (2 0) 参照｡

9 4 0 P . 2 d 7 9 7
,
840 ( C al . 1 99 7) ,

v a c a ti n g 9 12 P . 2 d 1 1 48 ( C at . 1 99 6) .
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で ､ 司法的 バ イ パ ス 手続を伴う親同意法を違憲無効で あるとする に至 っ た

の は ､ か か る動きの 最 た る例 で ある と言えよう ｡

以上の 通り､ 司法的 バ イ パ ス 手続に対 して ､ 現在､ 二 つ の 異なる動き ､

すな わち 一 方で はその 混用是 正 の 動きが ､ 他方で は そ の 完全廃止 の 動きが

見られる ｡ 前者は ､ 未成年者 による 中絶 に親の 関与が必要で ある との 本則

を削ぎ落とす ｢ 条件+ ( - ( 1 ) ( 2 ) の 証明) を適正 に機能させ ､ 改め て 司

法的 バ イ パ ス 手続 を通 じて ､ 親 の 関与と未成年者 の 自己決定と の バ ラ ン ス

を図ろう とするも の で ある の に対 して ､ 後者は ､ 司法的バ イ パ ス 手続が形

骸化 して い る実務上の 傾向を押 し進め て こ れ を完全 に廃止 し､ 親の 関与を

不 要な ら しめ る ｢条件+ ( - ( 1 ) ( 2 ) の 証明) の 無条件化 を通 じ て ､ 専ら

未成年者自身の 自己決定を尊重 しよう とする もの で ある ｡ 近年は ､ 司法的

バ イ パ ス 手続の伴う親同意法 ･ 親通知法を違憲 とする判決例 も散見 さ れる

こ とか
,
ら

(54)
､ 後者の 動き に勢い がある よう にも見受けら れる が ､ しか しそ

れ で も ､ 現時点で 完全 に未成年者自身の 自己決定を無条件に尊重する と こ

ろ･ま で行き着 い た州は決 して 多くな い む しろ ､ 例え ば､ 9 9 % 以上の 司

(5 4) E . g .
,
N o r t h Fl o ri d a W o m e n

'

s H e alt h & C o u n s eli n g S e r v s . v . S t a t e
,
8 6 6

S o . 2 d 6 1 2 ( Fl a . 2 00 3) ; Pl a n n ed P a r e nth o od of C e n t r al N e w J e r s y . Ⅴ .

F a r m e r
,
7 62 A . 2 d 62 0 ( N .∫. 20 00) 〔前者は フ ロ リ ダ州法､ 後者は ニ ュ

ー

ジ ャ
ー ジ州法を違憲と判示〕. なお ､ 司法的バ イ パ ス 手続の伴う親同意法( カ

リ フ ォ ル ニ ア州法) ･ 親通知法 ( フ ロ リ ダ州法､
ニ ュ

ー ジ ャ
ー ジ州法) に つ

き ､ 未成年者自身の 自己決定権に対する不当な制限で ある こ とを理申に違憲

と したこ れ らの 判決に対 して , 司法的バ イ パ ス 手続 に依らず親の 関与なく し

て中絶を認め る例外規定､ 例えば生命維持の 緊急措置 と しでの 中絶を認め る

例外規定 (h e alt h e x c ep d o n) を適切な形 で用意して い な い ことを理由に違

憲と した判決もある ｡ E . g .
,
Pl a n n ed P a r e n th o o d of ld a h o , I n c . Ⅴ . W a s d e n

,

37 6 F ･ 3¢ 90 8 ( 9t h C i r ･ 2 00 4) 〔ア イ ダホ 州法〕 ; Pl a n n e d P a r e n t h o o d of

N . N e w E n gl a n d v . H e e d , 3 9 0 F . 3d
.
5 3 (1 st C ir

.
2 0 0 4) ･〔ニ ュ

ー ハ ン プシ

ャ
ー 州法〕. 後者の タイ プの 違憲判決は ､ 親の 関与を原則 と して 要件とする

こ と自体は合憲と捉えて い る ように も見える の で ､ その 限りで前者の タイ プ

の 違憲判決と は異なる が ､ 親の 関与す る余地を狭め ようと して い る 点で は両

者 とも に
一

致する ｡
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法的 バ イ パ ス の 許可率を誇る マ サ チ ュ
ー セ ッ ツ州 で さえ､ 同州最高裁は ､

199 7 年の Pla n n ed P a r e n th o o d L e a g u e M a s s a c h u s e tts , I n c . , Ⅴ .
A tt o r n e y

G ｡ n ｡ a rl 判決 ( 以下 ､ Pl a n n e d P a , ｡ n t h ｡ ｡ d L ｡ a g u e 判決)
(55'

におしi て ､ 司

法的バ イパ ス 手続が形骸化して い る 事実を認め ながら､
こ れを完全 に廃止

して 未成年者が常に単独で 中絶 しうる と の 立場を否定して い る ｡ ｢ 中絶 を

すると の自らの 決定に裁判所の 許可 を求め る ほ と ん ど全 て の 未成年者が か

か る 許可を得て い る と い う事実は ､ 親の 同意に代 わる司法的バ イ パ ス が不

必要又 は不 合理 で ある こと を意味するもの で はな い
｡ 少なくとも､ 裁判所

に よる許可 は ､ 中絶の 選択が自由意思に基 づ い て 熟慮され たもの で ある こ

とを確実な らしめ る の に役立 つ
｡ 裁判手続を避 ける ため に親の 同意を求め

る こ とを選 ぶ 未成年者が どれ ほ ど い る か は我々 は知る術 がな い が ､ 疑 い な

い の は ､ [ 司法的 バ イ パ ス 手続の伴う親同意法] が未成年者に家庭内の サ

ポ ー トを求め る よう ､ 命 じは しな い が ､ 促す こ と にな る ､ と い う こ とで あ

る ｡ こ の こ とは州 が利害関係を持 つ に催する ｡ も っ とも ､ 当初 中絶する と

決め たもの の 親に相談した後で その 決心を変えた少女が どれだけ い る か ､

や はり我 々 は知る こ と はな い で あろう ｡+ (Pl a n n ed P a r e n t h o o d L e a g u e ,

6 7 7 N . E . 2 d a t 1 06 .)

ただ ､ い ずれ に して も ､ カリ フ ォ ル ニ ア 州の よう に完全 に無条件で 未成

年者の 意思 に委ねる と こ ろ まで 突き進むか どうか は別 に して ､ 近年､ 少な

く とも実務上 の傾 向として
､ 既 に 見てき た よう に ､

一

般的 に､ 司法的バ イ

パ ス 手続が形骸化し ､ 中絶 に つ き ､ 親権と の 関係で は ､ 未成年者の 自己決

(5 5) 6 7 7 N
.
E

.
2d 1 01 ( M a s ゝ 19 9 7) . なお , 同判決は ､

マ サチ ュ
ー セ ッ ツ州の

親同意法が両親の 同意を要件と した点 (ゝノI a s ゝ G e n . L a w c h . 1 1 2
,
§1 2) に

つ き ､ 司法的バ イ パ ス 手続 を伴 っ て も､ なお過剰な規制で 州憲法に反する と

し て ､ 片親 の 同意 を求め る 限り で 有効 と判 示 し た ｡ B u t cf . ･ B a r n e s v .

M i s si s sip pi ,
99 2 F . 2 d 1 3 3 5 (5 tb C i r . 1 9 9 3) : C a m blo s

,
1 55 F . 3 d 3 5 2 ( 4

t b Cir . 1 9 9 8) 〔司法的バ イ パ ス 手続を伴 っ たうえで 両親の 同意を要件とする

州法(前者が ミ シ シ ッ ピ州法､ 後者がヴ ァ
ー ジ ニ ア州法) に つ き合憲と判示〕.
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定権をより重視する流れ にある こ と に疑 い はな い
｡ 本稿の 紹介 ･ 検討する

I n r e B J S . 事件の 決定が下 さ れた の も ､ まさ にこ の よう 別犬況にお い て

の こ とで ある
｡

Ⅱ . 本決定の 紹介

1
. 関連規定の 確認

それ で は以下 ､ I n r e B
. S . 事件を紹介しよう ｡ 予め ､ 同事件 で 問題 と

ならた アリ ゾナ州 の 親同意法の 関連規定を確認 して お きた い
｡ 問題 の 中心

は A .R .S .§36 - 2 1 5 2( B) にあ る ｡

A . R S . §36 -2 1 52 ( 2 0 04)

A
. 親権未解放の ( u n e m a n ci p a t e d) 妊娠中の 未成年者 に対 して ､ その 者が未成

年である こ とを知りなが ら (k n o w i n gl y) 人工妊娠中絶の 措 置を と っ 七はな ら

な い
､

｡ 但 し ､ 診察 医 師 が 当 該未成 年者 の 両 親 ( p a r e n t s) の
一

方､ 後見 人

( g u a r di a n) 若しく は財 産管理人 (c o n s e r v a t o r) から書面 で 同意 を得て い る

場合 ､ 又は事実審裁判所 (t h e s u p e ri o r c o u r t) の裁判官が診察医師に下記B

項に従っ て 人工 妊娠中絶の 措置をとる ことを許可 した場合 はこ の 限りで な い ｡

B . 事実審裁判所の 裁判官は ､ 妊娠中の 未成年者が成熟 して おり ､ 人工妊娠中絶

に対 して説明 に基づ い て 同軍.(i n f o r m e d c o n s e n t) しうる と認めた場合 ヾ 申請

又は申立て (p e tit o n o r m o d o n) に基づ き ､ 適切な審理の 後に ､ 医繭に人工

妊娠中絶の措置をとる こ とを許可するもの とす る ｡ 事実審裁判所の 裁判官は ,

当該未成年者が成熟 して い な い と認め た場合 ､ 又は当該未成年者か ら成熟 して

い る とゐ主 張がな い 場合､ 当該未成年者の 両親 ( p a r e n t s) の
一

方､ 後見 人

(g u a rdi a n) 又 は財産管琴人 (c o n s e r v at o r) の 同意なく し て 人工 妊娠中絶の

措置を なす こ とがその 未成年者 の 最善の 利益 とな るも の か否か決定し ､ それ が

最善の利益 と なる と判断 したときむ土は ､
･ 医師に これらの 同意なく して 人工妊娠
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中絶の措置をとる ことを許可する もの とする ｡

C . 妊娠中の 未成年者は自身の ため に裁判手続に参加する こ とが でき る ｡ 裁判所

は ､ 未成年に審理の ため の後見人を選任する こ とがで きる ｡ 裁判所 は ､ 未成年

に対して ､ 裁判所に弁護人を選任 してもらう権利がある こ とを伝え ､ また未成

年者から要求があれ ば､ 当該未成年者 に弁護人を付す
.
もの とする ｡ 但 し､ 未成

年者が私選弁護人を通 じて 出廷する場合, 又は未成年者が弁護人を選任 して も

らう権利を､ 判断能力を持ちなが ら認諾したうえで 放棄する場合 は ､
こ の 限り

で ない ｡

D . 本条に おける裁判手続は非公開で あり､ 係属中の 他の 案件に優先す る ｡ 法に

別段の 定めがな い 場合､ 公衆は ､ 本条に おける裁判手続の 記録 に つ き ､ それを

調査 したり､ 複写を入手したり ､ ある い はその他 の 方法で これ に ア ク セ ス して

は ならない
｡ 本条に お ける手続を進行する裁判官は ､ 決定を裏付ける具体的な

事実認定と法的な判断を書面 に し､ 裁判官自身の 事実認定と判断を含め ､ 非公

開の 証拠記録 の 保存を命じ る もの と する ｡ 未成 年者は架空 の 名前 (五c titi o u s

n a m e) を用 い て 申し立 て る こ と が で きる
｡ 本項 との 関係で は ､ 公衆に はこ 裁

判官､ 書記官､ 事務官､ 専門家又はその 他裁判所 により採用 され た者若しく は

その監督の下 で 働く者 ､ ある い は州又 は連邦の 法若しくは規則 により非公開の

裁判所記錬 の 調査及び複写が許可されて い る他 の公共機関の 職員は含まれな い
｡

E
. 裁判所は審理 したうえ､ 申立て がなさ れて か ら ､ 週末と休日を除き

.
､ 4 8 時間

以内に決定を下 すもの とする ｡ 裁判所が その 期間内に決定を下 さな い 場合 ､ 申

立て は認めら れた とみなされ ､ 従 っ て 同意要件は放棄され る ｡

F
. 親の 同意なく して 人工妊娠中絶を許可 する決定が裁判所に より認め られ なか

っ た未成年者に は ､ 即座に非公 開の 上訴 ( e x p e dit e d c o n 丘d e n ti al a p p e al) を

なすこ とが できる ｡ 上訴裁判所 ( a p p e u a t e c o u r t) は審理を開き ､ 上訴審に よ

る審査の 申し立 て がなされ て から ､ 週末と休日を除き ､ 48 時間以内に決定を下

すもの とする ｡ 事実審 ､ 上訴の い ずれ にお い て も妊娠中の未成年者か ら申立費

用を徴収しな い ｡

G . 本条にお い て 親の 同意又は裁判所 によ る許可 は以下 の 場合 に 求めな い ｡

1 . 未 成 年 者 が 診 察 医 師 に 対 し て ､ 未 成 年 者 の 親 ､ 継 父 ､ 叔 父 , 祖 父

( g r a n d p a r e n t) ､ 兄弟 ､ 養親､ 法律上 の 後見人若 しく は里 親 ､ 又は当該未

成年者 とその 母親と共 に同居する者に よ る性的行為の結果 ､ 妊娠 したもの で
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ある と確証 (c e r ti五c at e) して い る場合 ｡ こ の 場合､ 人工妊娠 中絶の 措 置を

とる 医師は ､ 13 - 2 6 20 条 に従い
､ 未成年者との 性的行為を適切な法執行機関

の 職貞 に通告しなければならず､ また胎児の 組織の サ ン プル を保存し ､ 犯罪

調査 に使用する ため に ､ こ れらの 職員 に送付するもの とする ｡

2 . 診察医師が ､ 誠実な診療上 の 判断に基 づき ､ 未成年者は死を避 ける に 直ち

た人工妊娠 中絶が必要なほ ど悪化した状態 にある ､ 又は人工妊娠中絶が遅れ

る と同人の 主要な身体機能に 回復不可能か つ 相当な被害を発生させ る深刻な

危険が生 じる状態に ある と当該未成年者 の 医療記録 にお い て確証して い る場

合 ｡

H . 本条 に反 し七人工妊娠中絶の 措置をなす者は第 一

級軽罪 ( m is d e m e a n o r) の

罪責を負う ｡ 注意深く分別の ある者をして ､ 本条に従うに必要な情報に つ き妊

娠中の 未成年者がなした表示が真実で ある と納得させ る に十分な証拠 に 依拠 し

た と書証 に より立証する者は ､ 本条の い か なる責任も負わな い ｡

Ⅰ . 本条との 関係 で は ､

1 . ｢ 人工 妊娠中絶 (早b o rtio n)+ と は ､ 妊娠 を終了させ る意 図を持 っ て , 器

具､ 薬な い し薬物 ､ 又は その他の 物質や装置を使用する こ とを意味する ｡ 但

し､ 子の 誕生 の可能性の 向上 ､ 誕生 後の 子の 生命若しく は健康の保持､
･ 子宮

外妊娠の 終了､ 又 は死亡胎児の 除去 ､ 以上 を理由とする とき は こ の 限りで な

い
｡

.
人工妊娠中絶 には ､ 排卵､ 受精 ､ 又は子宮内受精卵 の 着床を抑制 し ､ あ

る い は阻止する受胎調整(bir t h c o n t r ol) 器具や避妊薬( o r al c o n t r a c e p tiv e s)

は含まれな い
｡

2 . ｢ 胎児 (fe t u s) + と は ､ 受精か ら作 り上 げられ た ､ 生まれる まで の 人 の い

かなる組織体をも意味する ｡

と こ ろ で ､ 上 記規定は ､
こ の まま最初 か らすんなり と制定さ れ たも の で

は な い
｡ それなりの 経緯がある ｡ と い う の は ､ ア リ ゾナ州 にお い て も ､ 未

成年者自身の 自己決定を尊重する 涜れ を受けて ､ 親同意法が達意無効で あ

る と の 主張に基 づき ､ 法廷闘争が展開されたからで ある ｡ その 結果 ､ 何度

か実際に違憲判決が下 さ れ
(56)

､ そ の 度に ア リゾ ナ州議会は文言を修正 し､

( 56) まず初 め に19 8 9 年に導入さ れ た ア リ ゾ ナ 州の 親同意法に つ き､ p la n n ed
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最終的に ､ ようや く2oo2 年の A ri z o n a v . L a w all 判決
(57) で ､ 上記に紹介 し

た現在の 文言で の 規定が合憲で ある こ とが確認され た ｡ ま さ に こ の
⊥
連 の

展開 に､ 親の 関与の 余地を狭め ようとする流 れ が アリ ゾナ州 にも及ん で い

た こ と が窺える ｡

2 . 事実概要と決定内容 の 紹介

I n
.

r e B . S . 事件の 事実概要と決定内容は以下の 通りである ｡ 冗長とな

る が ､ ほ ぼ原 文に忠実な形で決定内容を紹介しておく｡

( 事実概要)

2 0 03 年 3 月 7 日 ､ 妊娠 8 過半 に ある と考えた1 6 歳 の 申立人少女 (B . S .

(58)) が ､

A . R .S . §2 6 - 21 5 2(B) に従 い ､ 親の 同意なく して 中絶の 措置を受ける 許可を求め ､

アリ ゾナ州 M a ri c o p a 郡にある州事実審裁判所 (S u p e ri o r C o u rt) 内の少年裁判

所 (j u v e nile c o u r t) に申し立て た と ころ ､ 同裁判所 は ､ 同月10 日 に審理を開き ､

少女の 申立 て を退 ける旨の 決定を下 した(59)
｡ その 理由は ､ 申立人側 にお い て ､

p ar e n t h o o d v . N e ely ,
8 0 4 F . S u p p . 1 21 0 ( D . A ri z

.
1 99 2) が ､ 当時の規定

上 ､ 親の 同意を要するとさ れた ｢ 中絶に 関わ る 医療措置+ の 意味が漠然で あ

る等と して 違憲と判示 した｡ 1 9 96 年 に ア リ ゾナ州議会は同法の 文言を修正 し

たが ､ 更に こ の199 6 年修正 の 同法に つ い て も ､
Pl a n n e d P a r e nth o od v . N e el y ,

9 4 2 F . S u p p . 1 5 78 ( D
.

A ri z . 1 99 6) は
､ 司法的 バ イ パ ス を ｢即 座 に

(p r o m p tly)+ 決定す る 旨定め る規定が明確 な時間制限を示 して い な い こ と

から漠然故 に無効等と して違憲と判示した ｡ 同じ19 96 年修正同法は ､ Pla n n e d

p a r e n t h o o d v .
L a w all

,
1 8 0 F . 3d 1 0 2 2 ( 9t h C ir . 1 9 9 9) ,

a m e n d e d o n

d e ni al of r eh
'

g ,
1 9 3 F . 3 d 10 4 2 ( 9t h C ir . 19 9 9) で もや はり違憲と判示さ

れた ｡

一

連 の 訴訟はク ラ ス ア ク シ ョ ン と して 展開されたもの で ､ その こ とか

ら､ こ れらが中絶賛成派による 運動の
一

環で あ
_
る可能性を窺わせ る ｡

(5 7) 3 0 7 F
. 3 d 7 8 3 ( 9th C ir . 2 0 02) .

( 58) 申立人は､ 申立て に際 して架空の 名前を用 い る こ とが認められて い る ｡ A
.

R .S .§36 -2 1 52( D) .

(59) 7 4 P
. 3 d 2 85 ,

2 87 ( A ri z . C t . A p p . 2 00 3) .
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同人が中絶に同意する に十分成熟 して い る ､ また は親の
一 方の 同意なしに中絶を

なすこ
.
とが当人の 最善の 利益 となる と裁判所 が決定する に必要な証拠能力ある証

拠を提出 して い な い と さ れ た こ と に あ っ た(60) 一 但し､ 同裁判所 は ､ 申立人少

女が中絶に対 して ､ 説明に基 づく同意をなすこ とが できる か否か ､ 何 ら積極的な

事実認定は しなか っ た(6 1)
0

同月1 1 日 ､ 少女は､ 再審理の 申立て を したが ､
･ その審理 の 冒頭にお い て ､ 少年

裁判所の 決定を不服 と して 直ち に上訴する つ もりで ある と述べ
､ こ の 申立 て を撤

回し ､ 同日 判子､ 上訴審による審査を申し立 て た ｡

なお ､ こ れを受けて州上 訴裁判所 (S u p e ri o r C o u r t) は後に紹介する通り ､ 同

月12 日 ､ 原審少年裁判所の 決定を維持したが ､ 申立人少女は､ その 後改め て ､ 少

年裁判所 に対 して ､ 親の 同意なく して 中絶の 措置を受ける 許可を求めて 申し立て

た と こ ろ ､ 今度はその 申立 て が少年裁判所 に より認め られる に至 っ て い る ｡ 従 っ

て ､ 上訴裁判所 は , 下記の本決定を公表する の は ､ 今後の少年裁判所その 他で の

審理の指針を提供する ためで ある と注記 して い る(62)
｡

･ ( 決定の 内容)

原決定維持｡

A n n A . S c o tt T i m m e r 裁判官執筆｡ G . M u r r a y S n o w 裁判長裁判官､ ∫o n W
.

T h o m p s o n 裁判官同調｡

1 ) 未成年の 女性 にも , 成人 の 女性同様に ､ 中絶をする憲法上 の権利が保 障さ れ

て い る (Pl a n n e d P a r e n th o o d v ･ D a n f o rt h
,
4 2 8 U .? . 5 2

,
72 17 5 ( 1 97 6) ; R o e

v . w ad e
,

41 0 U .S . 1 1 3 ( 1 97 3)) ｡ しか し､ 合衆国最高裁は
､ 州が未成年者の

(60) Id . a t 290 .

(6 1) 川上訴裁判所は ､ 原審少年裁判所が ､ どの ような証拠 を証拠能力な しとし

た の か ､ 又は どの よう な理由で申立人少女側か ら証拠串巨力ある証拠が提出さ

れ て い な い と判断 した の か明示 して い な い と指摘 したうえ､ A . R .S .§36 -21 5 2

( F) に より48 時間以内に上訴審で審査する に は原審の 事実認定の 詳細を検証

できる ように して おく こ とが決定的に重要で ある と述 べ
､ 少年裁判所 に対し

て ､ 以後十分 に ､ A . R .S ,§3 6 - 21 5 2( D) に従 い
､ ｢ 決定を裏付ける個 々 の 事実

認定と法的判断を書面 にする+ よう促して い る ｡ Id . a t 2 9 0 n . 4 .

( 6 2) Id . a t 28 8 n . 1 .
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中絶決定に親の 同意を求める こ とも ､ それが親の 同意に代わる司法的バ イ パ ス

を用意する限り､ 可能で ある と判示して きた ( B ell otti v . 玉aird
,
44 3 U .S . 6 22

,

64 3 ( 1 97 9) (｢ B ell o tti Ⅱ判決+ ‖ ｡ それ に よる と ､ かか る司法的バ イ パ ス の 手

続にお い て ､ 未成年者は､ く1 ) 自らが親の 願 い と は無関係に ､ 医師に相談した

うえで中絶の 決断を下すに 十分成熟 して お‾り ､ か つ また十分説明を受けて い る

こ と ( w ell -i n fわr m e d) ､ 又はく2 ) 自らが独立 して決定する こ とが で きな い と し

て も､ 中絶が自分 にと っ て最善の利益に なる こ と ､ 以上 の い ずれか
一 方を証明

すれ ば足りる とさ れて い る ｡

2 ) B ello tti Ⅱ判決以後､ アリ ゾナ州 は ､ 司法的バ イ パ ス 手続を伴う親同意法を､

その 内容を改訂させ なが ら､ 幾度となく立法し7:I ｡ 現在の 規定 は A .R .S .§36 -

21 5 2 で ､ 同条( B) 項 に従うと ､ 裁判所は ､ 未成年者が成熟性を欠くと認め た場

合 ､ 又は未成年者が成熟して い る と主張して い な い 場合 ､ 親 ､ 後見人又は財産

管理人の 同意なし に中絶の 措置をと る こ とが当該未成年者の最善の利益とな る

か否か決定 しなけれ ばなら な い ｡ そして 最善の 利益 となる と決定した場合 ､ 裁

判所 は中絶を許可 しなけれ ばな らな い ｡

3 ) 同法は§36 - 21 5 2 で 定める状況の 立証責任 を誰が負担する か 明弔しなか っ た

が､ 合衆国最高裁 は､ 親の 同意要件を司法的に バ イ パ ス する手続に お い て ､ 未

成年者の 成熟性と最善の利益性の 争点に つ き州が証明を求められ る こ と はない

と判示 して い る (O hio v . A k r o n C t r . b r R e p r od .
E e altb

,
4 9 7 U .S . 5 02

( 19 9 0) (｢ A k r o n Ⅱ判決+)) ｡ 従 っ て ､ 当裁判所 は ､ 積極的にある 争点を主張

す る当事者が そ の 証明責任 を負う と い う
一

般準則 に 従う (J o h n E
. S h affe r

E n t e r . v . C it y of Y u m a , 9 04 P . 2 d 1 2 5 2 . 1 25 5 ( A ri z . Ct . A p p .
1 99 5)) ｡ 司

法的バ イ パ ス 手続 に おける その よう な者は未成年者で ある から ､ 未成年者が証

明責任を負う (I n r e P etiti o n of A n o n y m o u s 1 ,5 58 N
. W .

2 d 7 8 4
,
78 7 ( N e b .

1 9 9 7) 参照 〔立法による反対の 明示が な い 限i) ､ 未成年者が司法的バ イ パ ス を

求める資格の ある ことの 証明責任を負う と判示〕) 0 I n r e D o e 4
,
1 9 S . W . 3d

33 7 ( T e x . 20 0 0) 〔同旨〕) 0

4 ) 親同意法は§3 6 - 21 5 2(B) で 求め られ る証 明の 基準に つ い て も明示 しなか っ

た ｡ 民 事事件 に お い て 典 型 的 に 採 用 さ れ る 証 明基 準 は ｢証 拠 の 優 越+

(p r e p o n d e r a n c e of th e e vi d e n c e) で あるが ( R a s m u
?

s e n v ･ Fl e m i n g ･ 74 1 P ･

2d 6 74 , 6 91 ( A ri z
.
1 98 7)) ､ 当裁判所は , 以下3 つ の理由から ､ 司法的バ イ パ
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ス の 事件にお い て 適当な基準 は ｢ 明白か つ 確信を抱く に足る証明+ ( cl e a r a n d

c o n vi n ci n g e vid e n c e) で ある と判断する ｡

第 一

に ､ 審判手続が非対審構造の性質を持 つ こ とに よ っ て ､ 明白か つ 確信を

抱く に足 る証明と いう基準が正当化され る ｡ 特 に未成年者が証拠提出を支配し

て い るの で ､ 裁判所は ､ 未成年者に十分な説明に基づ い て 中絶をなすとの 成熟

した判断を下す能力が ある ことを争う証拠や ､ 中絶が未成年者の 最善の 利益 に

なる こ とを争う証拠を受け入れな い で あろう｡ とすれば ､ 司法的 バ イ パ ス を単

なる通過手続 ( a m e r6 p a s s
-th r o u gh p r o c e e di n g) にならな い ようにし ､ なお

かつ 裁判所が圧縮され た時間的枠組みの 中で 熟慮した決定を最大限なしうる よ

うにする に は ､ 未成年者は､ 明白か つ 確信を抱く に足る 証明で 以て ､ 自ら に司

法的バ イ パ ス を求め る資格の あ る こ とを証明 しな けれ ばならな い ( A k r o n Ⅱ
,

4 9 7 U .S . a t 5 1 6 参照 〔州は ､ ｢本件の ように ､ 司法的バ イ パ ス 手競 が未成年者

の 証言 に 反論 する もの が い な い
一

方当事者 の み の 審尋 手続 (a n e x p a r t e

p r o c e e din g) を予定して い る とき は+ ､ 明白か つ 確信を抱く に足 る証 明を求め

る こ とがで きる と判示〕) 0

第二 に ､

■
こ こ で提起さ れて い る争点の 重大性 に よ っ て ､ 高い 証明基準 が正 当

化さ れる ｡ ア リ ゾナ州最高裁は ､ ｢ 訴訟当事者で ある私人が 一 定額 の金銀をめ

ぐ っ て言 い 争う典型的な民事紛争 に見られる 以上 の 重要性 を持つ 人的な利害関

係+ にかか わる例外的な民事事件に お い て , より高い 証明基準を適用する必要

がある 土とを認め て い る( R a s m u s s e n
,
7 41 P . 2 d at 6 91) ｡ 従 っ て ､ R a s m u s s e n

事件で は ､ 州最高裁は , 同意能力の 欠ける者 (t h e i n c o m p e t e n t p e r s o n) に対

する治療を続ける べ きか ､ 終了す べ きか決定する ため ､ 明白か つ 確信を抱く に

足る証明と いう基準を用 い た (Id . ; R u v al c ab a v . R u v al c ab a
,･ 4 45 , 85 0 P . 2 d

6 74
,

6 83 ( A ri z
. C t .

A p p .
1 9 9 3) 〔同意能力なき者の婚姻解消を求め る後見人

の 申立て を判断する 際に ､ R a s m u s s e n 判決に従 い
､ より高い 証明基準を適用〕) 0

司法的バ イ パ ス 手続 は､ 治療の 終了と同様に , 強度 に人的な利害関係に かか わ

り､ しかも中絶は , 未成年者が事を進めな い と選択 しな い 限り ､ 結果を元 に戻

す ことはで きな い ｡ 以上 からすれば､ 司法的 バ イパ ス 手続 は､ 明白か つ 確信を

抱く に足る 証明と いう基準を用 い る こ とが正当化 される･ような例外的革時 の 事

柄にあて はまる (I n r e P etiti o n of A n o n y m o u s 1 , 5 5 8 N . W . 2 d at 78 7 参照

[争点の 重要性とその性質が非対審構造で ある こ とによ っ て ､ 明白か つ 確信 を
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抱くに足る証明という基準を用 い る ことが正当化されると判示]) 0

第三 に ､ 司法的バ イ パ ス 手続 が ､ 親に すれ ば自分の 未成年の娘 に 関して 重要

な判断をなす こ
_
とに関与する機会に影響を与えるもの で ある こ とか ら､ 高い 証

明の基準が正当化さ れる ｡ 合衆国最高裁は ､ 親が自らの 子の 世話､ 監護及 び管

理に 基本的な自由権を持 つ こ とを認めて い る ( T r o x el v . G r a n v ille
,

5 30 U .S .

57
,
6 5 - 66 (20 0 0) ｡ B ell otti Ⅱ

,
44 3 u S . a t 6 37 -3 8 も参照〔P ri n c e v . M a s s a c h u s e tts

,

32 1 U .S . 1 5 8
,
1 6 6 ( 1 94 4) を引用 しなが ら ､ ｢ 我々 にと っ て 根本的なこ と は､

子の 監護 ､ 世話及び養育がまず親の と こ ろ に存する と いう こと で ､ その 親の 主

要な役割 と自由に は ､ 子 に責務を覚悟させ る こ とも含まれ る が ､ その ような こ

とを州がな したり妨げたりできる わけで はな い+ と判示〕) ｡ こ の ような権利を

行使 しうる親の 権利を侵害する手続で は ､ 高い 証明基準が正当化される( A k r o n

Ⅲ
, 4 97 U .S . a t 5 1 7 -1 8 参照 〔｢明白か つ 確信を抱く に足る証明と いう基準 に よ

り､ 間違 い なく裁判官は ､ 親 へ の通知なくして ､ 中絶に対する未成年者の 同意

だ けで 良 い か どうか判断する際に特 に注意す る こ と になろう+ と指摘〕) ｡

5 ) 以上 の原則を念頭 に ､ 以下､ 申立人の 主張する ように ､ 原審少年裁判所が§

36 -21 5 2 ( B) の 適用 に誤りがある か否か ､ 検討す る こ と に しよう｡ 申立人 は ､

二 つ の点 で 同裁判所 に誤りがある と主張する ｡ ( A ) 第 一

に ､ 申立人は､ 少年

裁判所が ､ 申立人少女側 にお い て 証拠能力 の ある 証明を以て ､ 説明に基 づ い て

同意する に十分成熟して い る と は立証して い な い と判断した こ と に異議を述 べ

て い る
- ｢ 最善 の 利益+ 性 に つ い て は争 っ て い な い

｡ ( B ) 第 二 に ､ 申立人

は ､ 同裁判所が ､ 申立人少女側 にお い て まず最初に 母親の 同意を得 ようと した

か否かを ､ 不適当にも中絶の 許可を与える条件 と した と論 じて い る ｡

( A ) 第
一

の 主張に つ い て ｡

6 ) 合衆国最高裁 は ､ B ell o tti Ⅲ判決 に お い て
､ 未成年者が 中絶の た め に親 の 同

意をバ イ パ ス する に有して い なけれ ばならな い ｢ 成熟性+ と は どの ような属性

を言うの か明確に は定義しなか っ た (44 3 U .S . a t 64 3 1 44 n .

.
2 3 . 〔成熟性 は ｢ 決

定するばかりか ､ , 定義も困難で ある+ と指摘〕) ｡ しか し ､ 合衆国最高裁 は ､ ｢ 未

成年者は ､ その 選択肢が害をも たら しうるもの で ある と認識して こ れを回避す

る ため の 経験 ､ 視野､ そ して判断力をしば しば欠 い て い る+ と述 べ
､ 成熟性を

判断する際の 指針を提供 した (Id . a t 63 5 l
｡ こ の ような合衆 国最高裁 の 判示 に

照らすと ､ 当裁判所は ､ 未成年者の 成熱性が ､ その 経験､ 視野及び判断力を検
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討する こ と に より､ 測りうるもの で あると した他の裁判所の 判断に賛成する( H

- - B -
- Ⅴ. W ilki n s o n

, 6 39 F
. S u p p . 9 52

,
9 53 - 5 4 ( D . U t ah 1 9 8 6) ; .I n r e P e titio n

of A n o n y m o u s 1 , 55 8 N . W . 2 d a t 78 7 - 88) ｡ ･

｢ 経験+ に つ い て は､ それ は未成年者に これまで 生 じた ことの 全て を意味す

るの で あるか ら､ 未成年者の 経験の 程度を評価する に ､ 裁判所 は､ 当該未成年者

の年齢や ､ 社会で働い た経験 ､ 実家から離れて生活した ことがあるか ､

一

人で 旅

行したこ とが あるか ､ 個人の 資金 ぐりをこな した こ とがある か ､ その他重要な

決断を下 した ことがある か等の 事柄を考慮しうる (H - B - -

, 6 3 9 F . S u p p . a t

9 5 4 参照) ｡

｢ 視野+ にづ い て は ､ 中絶の 決断を下 す文脈で は ､ それ古事､ とりうる選択肢

それ ぞれ の考えられ得る結果だ けで なく ､ その相対的な事の 重大性 とありう べ

き損害を伴う影響とを未成年者が見定め つ つ 理解する 能力 を指すと こ ろ (Id .) ､

裁判所が未成年者の視野の 有無を判断する にあた っ て は ､ 当該未成年者の 種々

の 選択肢を追求した経緯､ 及び選択肢それぞれ の考え得る結果を検討し て比較

衡量した程度を考慮しうる ｡

そして ｢判断力+ に つ い て は ､ それは ､ 未成年者に親又 は後見人の 同意なく

して 中絶を決断する知的及び精神的能力ある こ とを意味するの で ある か ら ､ こ

れを評価する に ､ 裁判所 は ､ 妊娠を知 っ て からの 未成年者の 行動や ､ 未成年者

に選択肢 を理解 したうえで説明に基 づ い て 決断する知的能力がある か否かを考

慮 しうる (Id . 〔ス ト レ ス や ､ 他 の 選択肢を知 らな い と〉一 っ た要素が 適切な判

断を下す障害物で ある と指摘〕 ; I n r e D o e 4
, 1 9 S . W . 3d at 3 3 9 〔成熟性を

決定する際 に考慮すべ き
一

つ の 要素と して ､ 未成年者の 決断が注意深く検討し

たうえで の もの で なく ､ 衝動 的にな し たもの か否か と い う点が ある こ と を指

摘)〕｡

7 ) こ れらの 指針を念頭に ､ 当裁判所は ､ 少年裁判所が申立人少女側か ら成熟性

に つ い て の 証拠能力ある証拠が提出されて い な い と判断 した こ とを検討する ｡

申立人少女 ､ 彼女 の ボ ー イ フ レ ン ド及び弁護士 の 同席した少年裁判所 で の 審理

で ､ 申立人は中 ･ 西部アリ ゾナ計画出産協会( Pl a n n ed P a r e nth o o d of C e n t r al

a n d N o rt h e r n A riz o n a
(63)) の 提倹 した二 種類の 書式に記入したもの を証拠と

(6 3)｢ Pl a n n e d P a r e n t h o o d+ に つ い て は､ その ホ ー ム ペ
｢ ジで ある h t t p : / / w w w .

pl a n n e d p a r e n th o o d .o r g / p p 2 / p o r t al/ 参照 ｡
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して 提出した ｡

一

つ は ､ ｢ カ ウ ン セ ラ
ー / 診察医に よる証明書

一

成熱性の 判断+

と題 した書式で ､ カウ ン セ ラ
ー 実習生 (i n t e r n) が申立人少女が少年裁判所 に

申し立て る 3 日前にカ ウ ン セ リ ン グ した こ とを記 して い る ｡ その 書式の 印刷済

みの 文言による と ､ 当該実習生 は､ ｢ 妊娠 ､ 親に なる･こと ､ 養子縁組 ､ 又 は中

絶に 関して女性の有する 選択肢+ の とりうる可能性 (a v ail ab ilit y) と それ ぞれ

の ｢賛否+ (p r
?

s a n d c o n s) に つ い て ､ 申立人少女と議論し､ 更に｢中絶の様々

な種類 の 医療措置 に伴うリ ス ク+ を話した こ と にな っ て い る ｡ またその 書式の

末尾 には ､ ｢ 申立人少女が ､ とりうる選択肢と関連要因を合理的か つ 徹底的に

分析 したうえ､ 自己の 最善の利益 となるよう に自身で 判断する に 十分成熟して

い る+ との
一 文に カ ウ ン セ ラ

ー

実習生の 署名が し
■
て ある ｡

もう 一

つ の計画出産協会の 書式には ､ 大文字 で ｢ 親の 同意に関わる情報+ と

善か れて い るが ､
これ は ､ 申立人少女 に関する人物情報の チ ェ ッ ク リス トと な

っ て い る ｡ その 書式による と､ 申立人は､ ①裁判所 の決定に代えて
.
親の 同意を

得る こと ､ ②中絶及 びそれ に代わる 選択肢､ ③中絶と中絶しな い ことそれ ぞれ

の 医療上及び身体上のリ ス ク ､ ④中絶する こ と ､ または中絶 しな い で 子を育て

たり養子に 出したりする こ と によ-り ､ 自身と他人に生 じうる 結果 ､ 以上 4 点 に

関 して や はり ｢ カ ウ ン セ ラ
ー その 他の 着から助言を受けた+ こ と にな っ て い る ｡

また当該書式に よる と ､ 上記証明書 に署名したカウ ン セ ラ ー 実習生が チ ェ ッ ク

リ ス ト上 の 情報も認証 した こ とにな っ て い る ｡

しか し､ 当裁判所は ､

_
こ れ ら計画出産協会の 書式が結論だ心ナを示したもの で

あ っ て ､･ 申立人少女の 成熟性 の 程度に関する カウ ン セ ラ
⊥ 実習生 の 意見 の根拠

を何 ら示すも の で はない と原審少年裁判所が判断 した土と に套成する ｡ い ずれ

の 書式も ､ 申立人が カ ウ ン セ ラ
ー

実習生 と面談した時間の 長さも述べ て い な い

し､ 会話の 具体的なやりとりも記して い な い
｡ 申立人自身､

この 点の 詳細を法

廷で は証言 しなか っ た｡ 他 に書証や証言が なけれ ば､
これ らの 書式か ら ､ 未成

年者に自らb) 有する選択肢を見定めて 理解したり､ 自身の 決断に伴うあり得る

リ ス ク と結果を見定めて 理解 したりする能力が ある か否か 同裁判所が評価す る

こ と は不可能で あ っ た ｡

8 ) 申立人少女は ､ その 主張で は ､ 高校の 教師か らのもぁと いう ､ 手書き で 二 行

の 手紙も少年裁判所 に証拠提出した ｡ そ の 手耗 で は ､ 申立人がク ラ ス で は優れ

た生徒で ､ その教 師の知る と こ ろ で は､ これま で学校で 懲戒処分を受けた こ と
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がない と述べ るもの である ｡ 同裁判所が審理で指摘した ように ､ その 手紙 に は

申立人少女の高校教師により書か れたもの であ
.
る ことを示すもの は何もな い し､

またそれ は学校又は個人の レタ ー ヘ ッ ドに書か れ たもの で はな.く ､ 文書作成時

の 立会人が い るわ けで もな い
o 従 っ 七､ 少年裁判所早まその真正 さを判断する こ

と
L
はで きなか っ た わけ

■
で ある ｡ しかもその 手紙は ､ 申立人の 知性をある程度証

明するもの で はあるが ､ それ自体､ 申立人が説明に基づ く同意をなすに十分成

熟してし､ る と立証するもの で は か ､
｡

9 ) ヰ立人め提tH
l
した他の 証拠も同嘩に不十分で ある ｡ 申立人は ､ 自分が妊娠 し

た こ とは妊娠検査テ ス トを通 じて確認した が ､ 未だ医師による検査を受けて い

な い と少年裁判所 に申し立 て た ｡ 記録上 ､ 申立人少女と面談 した カ ン セ ラ ー 実

習生が ､ どの よ■うな選択肢で あれ､ それに関連する医学的リ ス ク に つ い て 申立

人と十分 に議論しうる ほ どの知識を持 っ て い たか否か は明らかで な い ｡ 従 っ て ､

同裁判所 にすれ ば､ 申立人が妊娠 と中絶の両方の 結果とリ ス ク に関す る正 確な

医学的情報を受け取り､ それを理解して い たか否か は知り得なか っ たわ けで あ

る ｡ かか る情報がなけれ ば ､ 申立人少女 は ､ 中絶 に対して 説明に基 づ い て 同意

をなすに十分 な視野を持 っ た者で はな い
｡

10) 申立 人側 弁護士 は ､ 申立人少 女が 自 ら の と りう る 選 択肢 に つ い て ｢資料

( m at e ri al)+ を読ん だ とも少年裁判所 に申 し立 て た ｡ しか し ､ 弁護士も 申立

人自身も こ れ らの 資料が ど の ようなもの か説明 して い なか っ た し ､ 申立人が そ

の 資料を理解して い たとも述 べ て い なか っ た ｡ 申立人側弁護士 は申立人か ら証

言を引き出 しも しなか っ た し､ その他の 証拠も提出しなか っ た(64)
｡

l l) 原審少年裁判所 の 審尋 に 答えて ､
･ 申立人 は ､ 子供 を育て る余裕が なく ､ 自

分の せ い で 子 に苦しい 生活を送 らせ たくなレi から中絶 を望 んだと説明 した ｡ 申

(6 4) 州上訴裁判所は ､ 申立人少女の 成熟性の程度を決定すろた めの 意味ある対
‾ 話を少年裁判所は しなか っ たと申立人側弁護士が非難した こ と に つ き ､ 前述

の 通り､ 申立人である未成年者が A . R .S .§36 -2 1 52( B) の 立証責任を負うの で ､

現 に本件で も申立人側弁護士が申立人少女の 成熟性の程度を証明する追加証

拠を少年裁判所古手提出し得た であろう に と主張する如く ､ 将来の 手続き で は ､

申立人側弁護士の ほうで むしろ ､ 未成年者から証言を引き出し､ 又 は未成年

者ら
.
こ司法的バ イパ ス の 決定を得る資格がある こ とを証明する ため に存在する

レi か な る追加証拠をも提出すべ きで ある と述 べ て い る ｡ 74 P . 3 d at 29 2 n . 5 .
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立人 はまた ､ 自分の 両親に 中絶 に同意してくれ るよう頼んで い な い 理由を述べ

た｡ こ の 証言は成熟性の 判断 に関連す畠もの で (後掲14) 参照) ､ なおか つ 証

拠能力もある が ､ 当裁判所は ､ そ れが申立人に つ き説明に基 づ い た同意 を なす

に十分成熟して い る こ とを証明 したもの とは言えない と考える ｡ なぜなら､
こ

れ らの 点 に関する質疑が わずか 一

分程度しか続かず､ しかも原審少年裁判所 は ､

こ の やりとり の 間に ､ 申立人 の表情と信用性 を判断し ､ 成熟性 の 争点に 関する

彼女の 答弁の 影響力を見定め る最 良の 立場 に い たか らで ある ｡ そして ､ 申立人

の 陳述が ､ 自らの とりうる選択肢と中絶に 関連するリ ス ク を理解して検討した

の か否か に 関わるもの で なか っ た こともその 理 由で ある ｡

1 2) 要する に ､ 少年裁判所が ､ 申立人側 に お い て 同人が中絶 に対 して 説明に 基づ

く同意をなす に十分成熟して い る と証拠能力ある証拠を提出して い な い と判断

した こ と は合理
.
的な証拠 により支持され る こ とか ら , こ の判断が誤りで あ る こ

とが 明白である とは言えない
｡

( B ) 第二 の 主張 に つ い て ｡

1 3) 原審少年裁判所 は
､ 審理終結時 に ､ 申立人が自身の 妊娠 に つ い て親又 は後見

人 に相談 したが ら なか っ た ことを以て成熟性を欠く証拠で ある と述 べ た ｡ 同裁

判所 は不適切 にも ､ 成熟性 の 判断を､ 中絶の ため に 母親の 同意を申立人が求め

たか否か に かか ら しめて お り､ 同裁判所 に誤りがある と申立人は論 じて い る ｡

A . R .S . §3 6 - 21 5 2 が未成年者 に対 して ､ 司法的バ イ パ ス の 決定を申し立て る前

に中絶の 決断に つ き ､ 親又は後見人に相談する こ とを要求 して い な い こ とを申

立人は適切 にも指摘 して い る ｡ 同裁判所は ､ 未成年者が ､ 親又は後見人か ら独

立して ､ 中絶に対 して ､ 説明に基 づく同意をなすに 十分成熟して い る か否か を

判断する かの ように装 っ て ､ か かる条件を付加する こ とはで きない (C oh e n v .

s t a t e , 5 88 P . 2 d 2 9 9 , 30 2 ( A ri z . 1 9 7 8) 〔裁判所は 司法解釈 によ っ て特定の結

果を立法す る こ とを回避す べ きで ある+ と判示〕 : S t at e e x r el . L a s s e n v .

H a r p h a m
,

.
41 0 P

.
2 d 1 0 0

,
1 0 9 ( A riz . 1 9 66) 〔裁判所が制定法に 規定を加える

こ と で ｢ 司法上 立法する+ こ と はできな い と指摘〕) ｡ しか しなが ら ､ 同裁判所

は未成年者 の 成熟性を評価する にあたり､ どの よう な経緯で 当該未成年者が中

絶する と決断を下 すに至 っ たかを考慮する こ と は妨げられな い ｡

少年裁判所は ､ 親 に相談する こ とが ､ 親の 同意要件を司法的に バ イ パ ス する

条件とは考えて い な い と審理中に明示的に述 べ て い た ｡ 申立人が後に撤 回した
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もの の ､ 再審理の 申し立て を した翌日 に 開かれ た審理で ､ 同裁判所は こ の よう

な立場を繰り返 し述 べ た ｡ しか し成熟性 の判断に 際して ､ 同裁判所 は ､ 未成年

者が親又 は後見人 に相談 しな い と判断した こ とを考慮しうる と信 じる と表明し

た ｡ 当裁判所 はこ こ に取消すべ き誤りがある とは考えて い な い ｡

1 4) 裁判所 は､ 未成年者が 中絶の ため に親の 同意を司法的にバイ パ ス する に十分

成熟して いるか否か判断する際 に､ 中絶措置を受ける と いう決断も含め ､ 重大

な決畠を未成年者が下す方法を考慮す る こ と は適切で ある ( E 一 -･ B - -

, 63 9 F .

S u p p . a t 9 5 4 参照) ｡ そ の ような考慮に は､ 未成年者が親に通知せずに決断し

た経緯と理由も含まれうる ｡ 親の 関与を保 障する か否かの 決断に至る まで の 未

成年者の と っ た ア プロ
ー チから､ 重要な判断を下す方法が成熟 して い るも の か ､

ある い は未熟なもの かが ､ 明らか になる ｡

申立人が母親に相談 しな い 理由が同人の 未成熟性を証明する と指摘 した こ と

で ､ 原審少年裁判所に誤りがあるか否か ､ 当裁判所は判断する必要が な い
｡ 同

裁判所 は ､ か かる評価をその 判断の 基礎 には して いなか っ たか ら で ある ｡ む し

ろ 同裁判所が申立人の申立て を退けたの は
､ 証拠能力ある 証拠が不十分 で ある

と考えたか らで あ っ た｡ 合理的な証拠に よ り , かか る判断は支持さ れる か ら ､

少年裁判所の 決定に誤りがある こ とが明白である わけで はなく､ 従 っ て 当裁判

所は原決定を維持する ｡

1 5) 以上 の 理由に より､ 当裁判所 は ､ A . R .S . §3 6 - 21 5 2 に従 い 司法的バ イ パ ス の 決

定を求め る 妊娠中の 少女が ､ 自らに司法的バ イ パ ス を求め る 資格がある こ とを ､

明白か つ 確信を抱くに足 る証明を以て ､ 証明する責任がある と軸断す る ｡ 原審

･ 少年裁判所が本件 にお い て 申立人はその 証明責任を果た して い な い と判断 した

こ とは合理的な証拠 に より支持さ れる ｡ 当裁判所 は原決定を維持する ｡

Ⅲ . 検 討

1
. 本決定 の位置づ け

本決定の ポイ ン トは ､ 決定の 4) で示され た通り､ 司法的バ イ バ ス 手続
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で A .R .S . §3 6 -2 15 2(B) の 求める 証明 , すなわち( 1 ) 未成年者の 成熟性又 は

( 2 ) 子の 最善の利益性の証明の 程度に つ き ､ 民事事件 にお い て
一

般的な｢証

拠の 優越+ 基準で はなく ､ より高度な ｢ 明白か つ 確信を抱く に足る証 明+

基準に
‾
よ ると した こ とにある ｡ 近年､

一

般的 に司法的 バ イ パ ス 手続が形骸

化し､ ( 1 ) ( 2 ) の 証明が事実上無条件化する傾向にある こと を踏まえる と ､

本決定は ､ より高度な証明基準を求め る こ と で 同手続の ハ ー ドル を高め ､

か かる 近時の 流れ に背を向けよう と したも の で ある よう に思 わ れる
｡ 事実､

本決定に対 して ､ ｢ こ の [ 明白か つ 確信 を抱く に足る 証明と い う基準の]

要件は ､ 例え ば マ サチ ュ
ー セ ッ ツ州 の ように証明が ほ と ん ど又 は全く求め

ら れな い 他州 の 実務とは好対照をなす+
(65) との 指摘がなさ れて い る ｡

と こ ろ で ､ 司法的 バ イ パ ス 手続で 求め られ る( 1 ) ( 2 ) の証 明が より高度

な ｢ 明白か つ 確信を抱く に足る証 明+ 基準 によ る と判示 したの は ､ 本決定

が全く初め て と い う わけで はな い
｡ 決定の 4 ) で 引用 される ように ､ 合衆

国最高裁は(うA k r o nII 判決で ､ 司法的 バ イ パ ス 手続が 一

方当事者の み の 審

尋手続 ( a n e x p a rt e p r o c e edi n g) で ある こ とを理由 に ｢ 明白か つ 確信を

抱く に足る 証明+ 基準によ る こ と の 合理性 を説き
(66)

､ 更に こ れを踏襲した

ネ ブラ ス カ 州最高裁がI n r e P e titi o n of A n o n y m o u s 事件にお い て 同旨

判断を示 して い た
(67)

｡ しか し､ その い ずれ も ､ 法令上それぞれ 一 前者は

オ ハ イ オ州 ､ 後者はネ ブラ ス カ州の 親同意法に お い て - ｢ 明白か つ 確信

を抱く に足る 証明+ 基準によ る との 規定があ っ た ケ
ー

ス で ､ 本件の よう に ､

証明基準が 明示的に規定さ れて い な い 場合 に つ い て 判断したもの で はなか

っ た ｡ その ような場合 には ､ かえ っ て , 規定がな い 以上は民事事件で
一

般

的な ｢ 証拠 の 優越+ 基準によ るとする判決例の ほうが多い よう に思 われる

- 一 例 えば ､ ア ラ バ マ 州民事上訴裁 はI n t h e m att e r of A n o n y m o u s 事

(65) R e c e n t C a s e
,

s u p r a n o t e 3 2
,

a t 2 78 5 .

(6 6) 49 7 U .S . a t 51 6 . S e e al s o I n r e C o m pl ai n t of J a n e D o e
,
7 31 N . E . 2d

75 1 ( O hi o C t .
A p p . 1 9 9 9) .

(6 7) 5 7 0 N . W . 2 d 8 3 6 ( N eb . 199 7) .
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件で
､ 原審が明文規定もな い

,
0) に ｢ 明白か つ 確信を抱 く に足 る証明+ 基準

に依拠 したの は不当で ある と し
(68)

､ また テ キサ ス 州最高裁もI n r e D o e

事件で ､

.･
仮に明文規定な し に ｢ 明白か つ 確信を抱く に足 る証明+ 基準 によ

る とするなら ば裁判所が実質的に立法活動 した こと になると批判 し､ ｢ 証

拠の 優越+ 基準に依拠すべ き であるとの 判断を下 して い る
(6 9) (70)

｡ 無論 ､ ( 1 )

( 2 ) の 証明 に つ き ､ より証 明の 程度が低 い ｢ 証拠の優越+ 基準で足りる と

した こ れら の 判 断は ､ 司法的バ イ パ ス 手続にお ける 近年の 形骸化傾向 の 実

態に連合的なもの で ある ｡
こう した状況 の 中 で ､ 本決定は ､ 明文規定がな

い にも かか わらず､ あえ て ､ よ り高度な｢ 明白か つ 確信を抱くに足る証明+

基準の採用 を打ち出 した ｡ 本決定の 特色 は こ こ にある ｡

こ の ような本決定は ､ 既 に紹介 した よう に ｢単なる 通過手続 ( a m e r e

p a s s -t h r o u gh p r o c e e di n g)+ ｢ 単なる ゴム 判+ 等と抑掩さ_ れ る 司法的 バ イ

パ ス 手続の 形骸化した運用実態を立 て 直そう と 明確 に意図して い る もの と

解される ｡
.
本決定自体､ 決定の 4 ) で 明示 的に ､ ｢ 司法的 バイパ ス を単な

る通過手続 ( a m e r e p a s s -t h r o u g h p r o c e edin g) にならをい よう に+ す

る必要上 ､ より高度な証明基準の 採用が 求められる と説明 して い る
■
の で ､

こ の 点は明らか で あろう ｡ また ､ 決定の 6) で ､ 成熟性の 内容を､ 経験 ､

視野 ､ 及び判断力 と い う三 点か ら定義づ け し､ 決定の 7 ) か ら12) に表れ

て いる通 り､ こ れ に従 っ て 厳格に成熟性判断をなそう とする姿勢を見 せ る

の も ､ ( 1 ) 成熟性判 断が実質的に無条件化して い る近年の 流 れ に抵抗する

動き の 表れと言 っ て よ い
｡ 元 々1 97 9 年の(参B ello tti II 判決は ､ 中絶 に つ き ､

親権と
■
の兼ね合 い で ､ 未成年者自身 の 自己決定権を尊重する に は ､ ( 1 ) ( 2 )

6 8

6 9

70

6 55 S o . 2d 1 0 5 2
,
10 54 ( A l a . C i v . A p p . 1 9 9 5) .

1 9 S . W . 3 d 3 4 6 , 3 5 0 -3 51 ( T e x . 2 0 00) .

なお ､ I n th e m a t t e r of P e titi o n of D o e , 86 6 P . 2d 1 0 6 9 ( R a n . C t .

･ A p p .

1 9 94) で も ｢明白か つ 確信を抱く に足る証明+ 基準が採用され て い る が ､ こ

れ は ､ 争点と な っ た カ ン ザス 州の親同意韓に お い て 明文規定で以て 同基準 が

要求され て い る ケ ー ス で ある ｡
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の 証明と い う条件を付けて い た ｡ その後の 運用 で ､ ( 1 ) ( 2 ) の 証明が事実

上無条件化 し､ 専ら未成年者の 自己決定権の 尊重 へ と流れが傾 い て い る状

況下で , 本決定は ､ こ の 洗 れを食い 止め ､ 改め て親子間の 権利調整の バ ラ

ン ス を回復する こ とを狙 っ たもの で あろう｡

本決定の かか る判断に対 して は ､ これを歓迎 し､ 肯定的に受け止 める論

者も い る
(71)

｡ 司法的 バ イ パ ス 手続は ､ 子の ケ ア ､ 監護､ 及 び監督に関 して

ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

決定権を有する 親に して み る と ､ 手続的に はそ の 告知聴聞な しに ､ そ の 権

利が実体的 に否定さ れ る と い う意味で ､ 二 重 の 意味で 権利侵害となりうる

の で ､ 手続の ハ ー ドル を高め こ の 権利侵害を軽減する
.
こ と は妥当で ある と

い う の で ある
(72)

｡ そして その ような論者によ ると ､ 仮 により高度な ｢ 明
■

白

か つ 確信を抱く に足る 証明+ 基準を採用 して も ､ 不当な負担基準を採用 し

た⑧C a s e y 判決の 下 ､ その 証明要件が ｢特段に厳 し い も
.
の で はな い+ と理

解される
(73)

｡ その 証拠 に ､ 現 に本件で も ､ 既 に紹介の 通り ､ 申立 人少女 B .

s . が本決定後 に改め て 少年裁判 所に司法的 バ イ パ ス を改め て 申 し立 て た

と こ ろ ､ それ が認められ て いろ こ と が指摘さ れ る(74)
｡ より高度な証明基準

の 採用 により ､ 未成年者の 理性を深く探る よう に促さ れ ､ 裁判所 は今以上

に質問を して ､ 結果と して 司法的バ イ パ ス 手続の 審理が充実する だけで あ

り､ 実際に ｢不当な負担+ を未成年者に課すこ と には つ ながらな い と考え

られ て い る よう で ある
(7 5)

.
｡

しか し ､
こ の ような見方は ､ 司法的 バ イ パ ス 手続 によ る 未成年者に対 す

る カ ウ ン セ リ ン グ機能の 強化に共感する 点は理解しうる が ､ 現実 に与える

(71) R e c e n t C a s e
,

s u p r a n o t e 3 2 .

( 7 2) Id . a t 2 7 88 . 司法的バ イ パ ス 手続の 告知聴聞が親に はなされな い こ とを認

めたもの として ､ I n r e M o e
.
49 8 N . E . 2d 1 3 58 ( M a s s .

A p p . C t . 1 9 8 6) ;

I n r e D o e
,
5 65 N . E . 2d 8 91 (O hi o C .

P
.
1 9 9 0) ; I n r e J a n e D o e 1

,
1 9 S .

1 w . 3 d 2 49 ( T e去. 20 0 0) .

73

7 4

75

Id . a t 2 7 8 7 .

Ibid . n .
1 9 ,

citi n g l n r e B .S
,

74 P . 3 d at 28 8 n ･ 1 ･

Ibid .



7 4 未成年者 に よ る 人 工妊娠中絶 に対する 親権者の 関わり ( 三枝)

本決定の影響に つ い て ､ や や楽観的キこ過 ぎる よう に思 われ る ｡ 前述 の よう

に､ 本決定に は ､ 司法的 バ イ パ ス 手続 の 形骸化傾向を食 い 止め ､
こ れ を巻

き戻そうと の 意図が認め られ る ｡ 親権と未成年者の自己決定権 との 権利衝

突の 狭間で ､ 実態が専ら後者尊重 へ と涜れ て い る こ と に強く反発 して ､ ｢ 揺

り戻 し+ の 動き を仕掛けて い る とすれば､ 現実に本決定後も こ れま で と全

く 同程度に ､ 未成年者の 自己決定権が尊重 され る こ と になる と は 限らな い d

そ の 意味で ､ 本件 で争点と な っ た司法的 バ イ パ ス 手続 にお い て 求め ら れ る

( 1 ) ( 2 ) の 証明の 程度 は､ ③B e11 o tti Ⅱ判決に始まる 同手続め今日 に至 る

運用 の 積み重ねを前にする と ､ こ れ と全く無関係に判断しうる 問題と い う

より ､ その 形骸化な い し無条件化の 流れ を どう受け止 め る か が問わ れて い

る 問題 で ある とも言える ｡

2
. ( 出産) 場面と の バ ラ ン ス

と こ ろ で
､ 本稿は ､ 未成年者に よる 中絶 に対 して ､ 親が親権者と して い

か に関与 しうる の か ､ ある い は関与すべ きなの かを明らかにする こ とを目

的 とするもの で ､ 直接には ､ 子が中絶を望み親が これ に反対する ( 中絶)

場面を念頭 に置 い て い る ｡ しか し ､ 未成年者が妊娠した場合 の 親子 間の 意

見対立 は ､ 子の 中絶に限らず､ 出産にお い て も生 じうる ｡ すなわち ､ 子 が

出産を望み親が こ れ に反対する ( 出産) 場面 で も ､ 親権との 兼ね合い の 中

で ､ どこ まで 未成年者自身の 自己決定権を尊重する か､ 同様に問題 になる

の で ある ｡

( 中絶) 場面に限らず､
こ の ( 出産) 場面 にまで 最初 に目配りを したの

は 山田卓生教授 で ある ｡ 山田教授は ､ ( 中絶) 場面 に つ き ､ ｢[ 親の 関与

を求め る制定法がな い] 我が 国にお い て は ､ 生 むか生まぬ かに つ い て は ､

子 に完全 に決定 しうる態勢にな っ て い る とも い える+ と したうえで
､ ( 出

産) 場面 に つ い て も､ ｢ 親に妊娠を気づ か れ た [ とき] ､ 親は 中絶せ よ と

い う の に対 し､ 子 は断じて 生み た い
■
という場合 ･ - -

､ 親か ら い え ば
､ 未婚



法政理論第38 巻第 1 号 (2 00 5 年) 7 5 A

で ､ 未成年の 子が子を持つ と い う. の はとん でもな い ことの よう に考えられ

る であろう ｡ しか し､ 子か ら い えば､ 如何なる苦労や不利益 があろうとも ､

何 とか生み 育て た い と考え る場合 ､ 子の 決定を尊重する こ と は で き
_
な い で

あろう か+
(76) と 問題提起 し ､ 両場面 とも に､ 未成年者自身の 自己決定権が

尊重され る方向で の 解決に理解を示 した ｡ その 後､ 樋口範雄教授が こ の 間

題 を取り上 げた際に ､ ｢ アメ リカ で の 訴訟の 現わ れ方をみる と ､ 未成年者

が自分だけで 妊娠中絶手術 を受けようとする場合 に､ 琴の 同意また は親 へ

の 通知を要件とする こ と がその 自主的判断 へ の 容壕を認め る こ と になり問

題 だと いうの で ある から､ そこ で は主と して子どもが中絶しようとするの

に親が反対する と い う構図が想定さ れ て い る ｡ もちろ ん ､ 未成年者の プラ

イ ヴ ァ シ
ー

- 自己決定権と い う場合､ その 逆 に子 どもは生 むと い い 親が 中･

絶せ よと い う場面で も､ 問題 の 論 じられ方は同
一 で あろう+

(77)
と述 べ

､ ( 中

準) ( 出産) 両場面 の ｢ 問題 の 同
一

性+ が明確 に指摘される に至 っ た ｡

も っ とも ､ 樋口教授は続けて ､ ｢ 前者の [く中絶) 場面 の 訴訟 の] よう

な現われ方を して い る 点自体注目 して よ い か も しれ か ､+
`78) と言及 し ､ 後

者の ( 出産) 場面の 問題が少なく ともア メ リ カ で は顕在化 し
■

て い な い こ と

か ら ､
こ の 点の アメ リカ 法の 対応はそれ以上具体的に探求され か ､ まま終

わ っ でい る ｡ 親権と の 兼ね合い の 中で ､ ど こ ま で 未成年者自身の 自己決定

権を尊重する かと いう問題 に関 して ､ 確か にアメ リ カ で は ､ 樋口教授 の 指

摘の 通り､ ( 中絶) 場面 の 議論ばかりで ､ ( 出産) 場面 の議論 はほとん ど

見られな い ア メ リ カ 法に示唆を受けた我が国の 先行研究の多くが ( 出

産) 場面を視野 に入れ て い ない の はそ の た め で あろう . しか しそれ で も ､

数は極め て 少な い が ､ 例 えば ､ 以下 の ケ
ー

ス が ある ｡

まず19 72 年の I n

■
r e s m it h 事件で ある(79)

｡ 同事件で メ リ ー ラ ン ド州特

76

7 7

78

79

山田 ･

前掲注

樋 口 ･ 前掲注

樋 口 ･ 前掲注

29 5 A . 2 d 2 3∂

( 5) 2 2 頁 ｡

( 6 ) 1 78 頁 ｡

( 6 ) 1 78 頁 ( 但し ､ [ ] 内は三枝) ｡

( M d .
19 72) .
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別 上訴裁判所は ､ 出産を希望する16 歳の 少女 の 母親が ､ 子 は親の 監護 に従

うもの で ある から ､ 親の 希望通り当該少女に 中絶が実施され る べ きで ある

と申し立て たと こ ろ ､ 原審の 判断を覆し ､ 母親か らの 申立 でを退けた ｡ 更

に1 98 1 年の I n ; e M a r y P . 事件
(8 0'

で も ､
ニ ュ

ー ヨ ー ク州家庭裁判所 はや

はり ､ 出産を希望する15 歳半の 少女の 母親が ､ 子 は親 の 監護の 支配にある

こ とを理由に中絶の 強行を申し立 て と こ ろ ､ か かる 申立 て を退 けた ｡ こ れ

ら の ケ
ー

ス は ､ 出産に つ き ､ ( i)当該未成年者の 成熟性 に関わ りなく ､ 子 自

身の 自己決定権が常 に優先する と判示 したも の か ､ ある い は ､ (ii)当該未成

年者の 成熟性を認 め た故に ､ 子自身の 自己決定権が優先 する と判示 したも

の か ､

一

応 ､
二 つ の 理解が可能で ある が ､ I n r e S m itb 事件は とも かく ､

I n r e M a r y P . 事件 は､ (ii)の 立場に依拠 して い る よう に見える ｡ と い う

の は ､ 同事件 の 決定は ｢[ 少女] が出産する か 否か 十分な説 明に基 づ い て
ヽ ヽ ヽ

判 断す る に足 る成熟性 を欠 い て い る と の 申し立 て はな い+
(8 1)

(傍点三 枝)

こ と に簡単 に触れ たうえ で ､ 中絶場面を扱 っ た②D a nfb r tb 判決 を引用 し

な が ら､ ｢[ 少女の 母親] は ､ 由産すると の 子の 決定に対 して 親と して の

絶対的な拒否権
J

( v e t o) を持 つ こ とを前提に して い る ｡

- ･ ･
･ [ しか し] 親

は ､ 州の 裁判制度 を活用 して
､ 出産する と い う娘 の基本的な権利 に包括的

な拒否権 ( v e t o) を行使 したり押 しつ けたりする こ と は で きな い+
(82) と述

べ て い る からで ある ｡ 仮に(ii)の 立場に依拠 して い る なら､ ( 出産) 場面 で

も､ ( 中絶)場面 と 同様の枠組み ､ すなわち( 1 ) 未成年者の 成典性又 は( 2 )

子 の 最善の利益性 の 証 明があれ ば ､ 親 の 反対を押 し切 っ て 未成年者 自身 の

希望通り に出産しう るとの 枠組み が ､ こ の 間題 をも規定 して い る こ と にな

ろう ｡ そ して ､ I n r e S m ith 事件で もI n r e M a r y P . 事件 でも問題 の 少

女は16 歳前後で ､
い ずれ にお い て もその 成熟性 が否定され る こ となく ､ こ

80

8 1

8 2

444 N . Y
.S .

2d 54 5 (1 98 1) .

I d . a t 5 4 6 .

I d . a t 5 4 7 .
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れ が争点と して 詳 しく言及されなか っ たの は ､ む しろ 具体的な事案と の関

係 で ､ 成熟性が当然視され て い たからで もありうる こ とを考える と､ 未成

年者の 自己決定権を尊重する条件と して の ( 1 ) の 証明 は ､ こ こ で も､ 事実

上無条件化して い ると受け止 め得る ｡ 他方( i) の 立場 に依拠 して い るな ら､

そもそも未成年者 の 自己決定権は当初 よl) 完全 に無条件 に尊重されて い る

こと になる ｡ 従 っ て ､ (ii)の 立場で あ っ て も ､ また(i) の 立場であれ ばなお更､

出産場面 にお い て ､ や はり親権より ､ 未成年者の 自己決定権が尊重され ､

親の 反対 にか かわらず ､ 子は自ら の 決定を貫く こ と が認め られて い る と解

される ｡ 無論､ わずか 2 件の ケ ー

ス か らア メ リ カ法の 対応を断定する こ と

は慎 重 で なけれ ば な らな い が ､ しか しそも そも出 産場面 に 関する 訴訟 が こ

れ ほ どまで に少な い こ と に関 して ､ ｢ こ の 種の 公表裁判例が少数である の

は ､ おそらく､ ひと度少女が拒絶すれ ば､ 医師は い かなる事情の 下で も､

た とえ裁判所の 命令が ある 場合にせ よ ､ 中絶措置の 実施を拒否する で あろ

う し､ _親も裁判所に訴えよう とは しな い か らで ある と説明されよう ｡ 更に､

ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

こ の ような状況 で 親勝訴の 判断を下 す裁判所 はな い で あろう し ､ 拒否の 姿

勢を見せ る未成年者に対 して ､ 親の 要望を受けて 中絶措置を行う こと に し

た 医師は ､ 不法な身体的接触 ( a s s a ult a n d b att e r y) を理由に訴訟を起

こ さ れ る極め て 高 い リ ス ク を冒す こ と に なる か ら で もあ ろう+
(83)

(傍点三

枝) と指摘されて い る ｡ ( 出産) 場面 で ､ 子の 意思 に反 して その 者に中絶措
ヽ ヽ

置をする こ と に強い 抵抗感を覚える で あろう こと は ､ 前述の よう に( 中絶)
ヽ ヽ ヽ

場面 で ､ 子の 意思 に反 して そ の 者に 中絶措置を しな い こ と に強い 抵抗感を

覚える であ ろう こ と と同 じ理 で ある
-

より鼓蜜に言えば､ ( 出産) 場面の

ほうが中絶措置と い う作為を伴う分だけ, 医師 で あれ裁判官で あれ ､ より

強く抵抗感を抱くで あろう｡
( 出産) 場面 に あ っ て は､

( 中絶) 場面と異な

り ､ そもそも親同意法 ･ 親通知法の ようなも の を制定して い る 州はなく
(84)

､

(8 3) 3 T r e a ti s e o n Ⅲe alt b C a r e L a w , s u p r a n o t e 47
, §1 9 . 0 6 [ 3] [ d] .

(8 4) E m il y B u s s
,

T h e P a r e n t al Ri gh t s of M in o r s
,

48 B uff alo L . R e v . 7 85
,

79 2 ( 20 0 0)+
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既 に当初 から - 一

骨抜き にす る法律自体な い の で 司法的バ イ パ ス 手続の 形

骸化な い し無条件化と い う運用を経る ま でもなく - - 未成年者の 自己決定

権を尊重する こ と が ､ よ り 一 層自 明な方向と して 定ま っ て い た と も言え

る
(8 5)

｡

先 に見た よう に ､ 樋口教授は ､ ( 出産)
■

( 中絶)
.
の 両場面 が ､ 親子 の 権

利調整と い う点で ｢ 問題 の論 じられ方は同 一 + で ある こ とを指摘して い た ｡

そうす る と ､ 別異 に扱う積極 的 な理由が な い 限り ､ 両者 は パ ラ レ ル に考え

て然る べ きで ある ｡ 表 の ( 出産) 場面 で未成年者の 自己決定権の 尊重 が強

い の で あれば､ 裏の ( 中絶) 場面 で も同 じよう に ､ まさ に司法的バ イ パ ス

手続の 近年の 運用傾向に表れ て い る如く ､
い ずれ の 場面で も自己決定権の

(85) なお ､ ( 出産) 場面を扱 っ た判決例 は ､ I n r e S m itb 事件と I n r e M a r y

P
. 事件の他に ､ 関連するも の として 次 の ようなもの が ある ｡ すなわち ､ 1 6

歳の 少女が ､ その 同意 を得 ない まま､ しか し親の 同意は得たうえで 中絶措置

を行 っ た医師に対 して ( むしろ実態 は ､ 親が子 に知らせな い まま中絶措置を

する よう に医師に依頼) ､ そ の 事実を知 っ た中絶1 6 年後に損害賠償 を求やた

訴訟で ､ 本件中絶が行 われ た19 7 4 年当時､ (参B ello tii II 判 決も 出て お らず､

また医師の 居住する テ キサ ス 州に は親同意法も制定され て い なか っ たうえ､

かえ っ て 家族法典で未成年者は中絶以外の 医療に つ い て 承諾する能力を持つ

と規定され て い た こ と に鑑み ､ その 当時の 未成年者に は中絶する か しな い か

を決定する自己決定権が なか っ たと して ､ 損害賠償請求は認め られな い と判

示 したもの で ある (P o w e r s v
.

Fl o y d , 9 0 4 S . W .
2 d 71 3 ( T e x . 1 9 9 5)) ｡ 同

判決 は ､ 当時の法に基 づく判断である こ とを強調 して い る? で ､ 今日 の法で

は ､ 同 じ状況下 ､ 少なく とも成熟 した未成年者か らは損害賠償請求を認め る

余地がある こ とが窺える (但し判決文 に は ､ 反対の 趣旨に読め る記述もーある ｡

C f . id . a t 7 1 6) ｡ 逆に 同判決は ､ 子の 中絶 に つ き親 に決定する権利がある こ

とを前提に ､ 他なら ぬ 親に相談 し､ その 承諾を得る こ とが当時の 医師に求め

られ る と強調 して おり (I d . a t 71 7 -7 1 8) ､ 議論はありうるが ､ 今日で も､ 少

なく とも未成熟な未成年者に よ る中絶 に つ き､ 医師が親 へ 通知 しな･し､ ときは ､

親に親権の侵害を理由と した損害賠償請求が認められ る理論的な可能性はあ

るよう に思われ る - 但し､ こ
_
こ で述 べ たような ､ 子か らの ､ ある い は親か

らの 医師に対する損害賠償請求は , 現在は ､ 司法的バ イ パ ス 手続が整備 され

て い る の で ､ その
.
決定に 医師が従 っ て い る 限り､ 生 じる こ とはない で あ

■
ろう｡

後掲注 (92) 及びそ の 本文参照 ｡



法政理論第3 8巻第1 号 (2 00 5 年) 7 9

尊重 の 流れ が ある べ き姿と い う こ と になる ｡ その 意味で ､ 本決定は ､ 未成

年者自身の 自己決定尊重 の 流れの 反動で ､ より親権 に配慮す べ く揺り戻
_
し

を意図 した もの で はあろう が ､ か かる動き は ､ 本来の 目指す べ き方向に背

を向けた異端の 流れ で ､ 果た して こ れか ら勢 い が増すこ と になるの か疑問

で ある ｡ 結局､ ( 中絶) ( 出産) の 両場面 に 関わ る判決例 の こ れ ま で の 流

れからする と ､ 未成年者が妊娠 した場合､ い ずれ にせ よ ､ 産むか産まな い

か は ､ 最終的 に未成年者自身が決め ざる を得な い と いうの が ､ 現実の アメ

リ カ法の対応 の 背後にある基本的な考え方 で ある よう に思 われ る ｡

3 . 親子 の 権利調整 の 求め られ る べ きあり方 - 我が国 へ の 示唆

それ で は ､ 本件I n r e B . S . 事件の もた ら した ｢新たな+ 動きも含め ､

以上 の アメ リカ法の検討を踏まえて ､ 未成年者に よる中絶に対 して ､ 親が

親権者と して い かに 関与しう るの か ､ ある い は 関与すべ きなの かと い う問

い に ､ 我 が国 と して は どの ような答えを用意 した ら良い で あ ろうか ｡

一

つ 確実に言える の は ､ ア メ リ カ 法に見られ る司法的 バ イ パ ス 手続の 制

度を導入 して も ､ それ だけで 問題解決が図 られ る わ けで は な い と い う こ と

である ｡ 同制度は ､ 親の関与が必要で ある との 本則を削ぎ落とす ｢
■

条件+

と して ､ ( 1 ) 未成年者の成熟性又 は( 2 ) 子の 最善の利益性の 証明を要求し ､

その 条件が満たさ れ る 限り で未成年者自身の 自己決定権を尊重する との 図

式を打ち出 し､ 親権と未成年者の自己決定権の バ ラ ン ス を図 ろうと した ｡

しか し ､

一

方で は ､ その 運用 により ､ 同手続 が形骸化 し､
( 1 ) く2 ) の 証明

と い う条件が事実上無条件化する こ と で ､ より子 の 自己決定権を尊重 しよ

うと い う流 れ が生 じ ､ 他方で は ､ 本決定の よう に ､
こ の 流 れ に反発 して ､

要求する( 1 ) の 証明の 程度を高めて 同手続 の ハ ー ドル を上 げ､ より親権 に

配慮 しようと いう動きも現れ て い る ｡
こ の こ とは ､ た とえ どの ような制度

を導入 して も ､ 依然 と して 親子の 権利衝突 と い う問題 は残る わけで ､ こ れ

を い か に調整する か ､ や はり常に最終的に問われる ことを意味して い る ｡
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従 っ て ､ 制度導入 だけで 問題解決が 図られ る と い うの は幻想 で ある と言 っ

て よ い ｡

( 中絶) 場面 における親子間の 対立 に つ い て ､ アメ リ カ で は ､ 今日の 司

法的 バ イ パ ス 手続の 運用 の 実態か ら明らかな通り ､

一

般 に は ､ 子自身の 権

利の 尊重 に重き を置く立場 が大勢を占め て い る.
｡

こ の こと は ､ ( 出産) 場

面 にお い て も ､ 同様 に子自身の 権利の 尊重 に ア メ リ カ法･の 対応が傾 い て い

る こ と に鑑 み る と ､ より
一

層裏付けを持 つ も の で あろう ｡

■
しか し､ だ か ら

と い っ て ､ 中絶の 決定を完全 に無条件 で未成年者の 自己決定権 に委ねる と

い う立場 にま で 突き進むも の は ､ カリ フ ォ ル ニ ア 州最高裁の L u n g r e n 判

決を別 に して ､ 決して 多 い わ けで はな い
｡ 司法的バ イ パ ス 手続 に対 して は ､

それが生まれ た(釘B ello tti Ⅱ判決以来､ 常 に ､ 未成年者の 自己決定 に対す

る不当な制限で あると の批判を受けなが ら､ むしろ多くの 州で は ､

■

制度そ

れ自体の 存続が図 られ て きた ｡ 例え ば､ マ サチ ュ
ー セ ッ ツ州最高裁は ､ 前

述 の 通り ､ Pl a n n e d P a r e n th o o d L e a g u e 判決にお い て ､ ･ ｢中絶をする と

の 自らの 決定に裁判所 の 許可 を求め る ほ と ん ど全 て の 未成年者がか か る許

可 を得て い る と い う事実は ､ 親の 同意に代わる 司法的バ イ パ ス が不必要又･

は不合理で ある こ と を意味するも の で はな い+ と述 べ て ､ 形骸化した 同手

続の存在意義を､ まさ に形骸化 したまま - すなわち ､ ･本決定の よう にあ

えて ( 1 ) の 証明の 程度を上 げて 司法的 バ イ パ ス 手続の 運用 を厳格化す る こ

と で その 存在意義を確保 しよう とする ことな し に
-

認め て い る ｡ 形骸化

して い る 司法的バ イ パ ス 手続 の 存在それ自体 に積極的
■
な価値があり ､ カリ

フ ォ ル ニ ア州最高裁の L u n g r e n 判決の よう に同手続の 完全 な廃止ま で し

て しまうと ､ その ような価値が失われる と い うの で ある ｡ 同判決で マ サ チ

ュ
ー セ ッ ツ州最高裁は ､ 既 に紹介の 通り ､ 続けて 以下の よう に述 べ て い る ｡

すなわ ち､ ｢ 少 なく とも ､ 裁判所によ る許可 は ､ 中絶の 選択 が自由意思 に

基づ い て 熟慮されたも の で ある こ とを確実なら しめる の に役立 つ
｡ 裁判手･

続を避 ける ため に親 の 同意を求める こ とを選ぶ 未成年者が どれ ほ ど い るか

は我々 は知る術 がな い が ､ 疑い な い の は ､ [ 司法的バ イ パ ス 手続の 伴う親
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同意法] が未成年者に家庭内の サ ポ
ー トを求め る よう ､ 命 じ は しな い が ､

促す こと になる ､
と い う こと で ある ｡ こ の こ と は州が利害関係を持つ に催

する ｡ も っ とも ､ 当初中絶する と決め たもの の 親に相談した後で その 決心

を変えた少女が どれ だけ い る か ､ や はり我々 は知る こ と はな い で あ ろう+

と ｡
こ の ことから ､ 同最高裁は ､ 司法的 バ イ パ ス の 事実上の 無条件化と い

う現実を前に ､ それが事実上 の もの で ある にと どまり ､ 法制度と して はな

お司法的バ イ パ ス 手続が存続する こ とで ､ 中絶を巡る 親子の 話し合 い の 契

機となる可能性が ある こ とを認 め ､ そ こ に肯定的な評価を寄せ て い るも の

と言え よう｡

この ように結果 と して 親子 の 話 し合 い を促す効果 の ある こ と に司法的バ

イ パ ス 手続の 存在意義を認め る と ､ 親通知法に関心 が向く ｡ 親通知法 は ､

未成年者によ る中絶に は親 へ の 通知 を要件とする が ､ その 最 終決定権 は未

成年者自身に留保 して おり ､ 親同意法と異 なり ､ 親が子の 中絶に対して 絶

対的な拒否権を持 つ わけで はな い
｡ 子が中絶す る と最終的に自身で 決定す

る 前に ､ 子 の 利益 と なる よう に 行動す る親と の 話 し合い の 機会を設 ける こ

と で 親の 関与を実現させ よう と企図さ れて い る に す ぎな い
｡ 確か に､ か か

る親通知法に対して は ､ それ が究極的に は話 し合 い の 未に親か ら子 はサ ポ

ー トを受けら れる
- - 一 例 えば ､ 親子 で 中絶する こ と に意見が

一

致すれ ば､

中絶前に ､ 親が子 に措置を受ける病院 の 選定等 に つ き助言 したり ､ ある い

は中絶後に ､ 親が子を精神的 に引き続き支える 等
- と い っ た非現実的な

前提 に立 つ もの との 批判がある ｡ すなわち ､ 実際 に親との 話 し合 い の禾に

もた らされ る の は ､ む しろ 多く の 場合は親子 間の 村立 の 激化で ､ サ ポ ー

ト

どこ ろ か ､ 子 は ､ か え っ て 親か ら強 い 圧力を受けて , 結局 ､ 自らの 望 む中

絶措置を断念さ せ ら れる事態を招くも の で ある と して ､ 決定権を子 に留保

する 親通知法にさえ ､ 未成年者の 自己決定権に 対する 制限と いう観点から ､

な お 批判 が な さ れ て い る
ぐ86

｡ しか し
一 般 的な理解で は ､ (砂H o d g s o n 判決

(86) S e e N o rth Fl o rid a W o m e n
'

s H e al t h & C o u n s el in g S e r v s . v . S t at e
,
86 6
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と⑦A k r o n Ⅱ判決 に より ､ 親通 知法も ､ 親同意法と 同 じく ､ 司法的 バ イ

パ ス 手続が伴われ る 限り で 合憲と の 判断が 下されて おり
(8 7)

､ ( 1 ) 未成年者

の 成熟性又 は( 2 ) 子の 最善の 利益性の 証明を条件に ､ 同手続の 利用 を経て

親 へ の 通知な し に未成年者自身で 中絶 を決定する途は確保され て い る
｡ し

か も ､ 司法的バ イ パ ス 手続が形骸化し､ ( 1 ) の 証明が事実上森条件化し七

い る実務上 の 傾向を考える と ､ その 無条件化した( 1 ) の 証明さえク リ ア
ー

ヽ ヽ ヽ ヽ

できず ､ 現実 に親 へ の 通知 が要件とさ れ る の は ､ 明らか に未成熟 な未成年

者の 場合に限られよう ｡ そう であれば､_ 親同意法に より､ 親権 へ の 配慮と

の 関係 で ､ 未成年者自身の 自己決定権の 尊畢が不十分 に しか 図られ て い な

い と は必ず しも言えま い
｡ 事実上無条件化 した (1 ) の 証明さえ満た さ ない

ような ､ 明らか に未成熟を未成年者 (例 えば ､ 身体的 に早熟な10 - 13 歳前

後の 少女 なお ､ ( 1 ) の 証 明を緩め 過 ぎて ､ 判断能力の 著しく不足する

極端に低年齢の 未成年者にま で成熟性を認め ると ､ 中絶に伴うリス ク等を

その ような未成年者に単独 で見定める よう求める こと になる か ら､ ( 1 ) の

証明と いう条件の 事実上 の 無条件化にもや はり限度は あろう) に つ い七は ､

同人は まさに親の 監護を必 要とする もの で ､ 親 へ の 通知を要件する こ と で

親子の 話 し合 い の 機会を持 つ ことを促 し､ より親権に配慮する. こと はむ し

ろかえ っ て積極的に要請さ れ て 然る べ き で ある
(88)

0

S o . 2 d 61 2
,
6 32 ( Fla . 20 0 3) ; Pl a n n e d P a r e n t h o o d of C e n t r al N e w J e r s y .

Ⅴ . F a r m e r
,
76 2 A . 2d 6 20

, 6 31 - 6 3 8 ( N
.∫.

2 00 0) .
これ らは い ずれも ､ 既に

前掲注 (54) で紹介 した通り ､ 親通知法さえ - しかもそれが司法的 バ イ パ

ス 手続 を伴うもの で も 一 道憲 と判示 したもの で ある ｡

(8 7) 前掲注 (23) 及びそ の 本文参照｡

(88) なお ､ こ の ように 親と子の 話 し合 い の 重要性に照 らし､ 成熟 した未成年者

も含め ､ 全て の 未成年者 によ る中絶の 場合まで親 へ 通知する ことを求める見

解もある が (C ollett
,

s u p r a n o t e 2 3 , a t 1 23) ､ アメ リ カ で は未成年者の 自

己決定権 に対する 過剰な規制 で ある と して ､ 支持は 集ま っ て い な い
｡ S e e

Ri c h a r d F . S to r r o w & S a n d r a M a r ti n e z
,

”

s p e ci al W ei gh t
”

F o r B e st -

I n t e r e s t s M i n o r s i n t h e N e w E r a of P a r e n t al A u t o n o m y ,
2 0 03 W is . L .

R e v . 7 8 9
,
7 9 9 . 他方､ 親の 同意はもちろ ん､ 親 へ の 通知さえ常 に不要とす る
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こう して 見 る と ､ ア メ リ カ法の 検討か らは ､ 未成年者によ る 中絶に関 し

て 子の 自己決定権をより尊重する涜れ にある こ と に鑑み ､ 中絶の 最終決定
, ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

権は ､ 成熟 して い る と否と に か か わ らず､ 他なら ぬ未成年者自身に委ねる

べ き - そ の 意味で ､ 親同意法は否定さ れる べ き - も の で ある と考える

が ､ しか し ､ い かなる未成年者も常 に無条件に親の 関与なく して 中絶を決

定しうると
.
い うの も ､ 親権の働きを全く無た帰せ しめ るも の で妥当で はな

く ､ 司法的 バ イ パ ス 手続の 伴う親通知法を緩や かな形で 運用する こ と こ そ

が ､ 親子の 権利調整 の 求め られ る べ きあり方の よう に思 わ れる
(8 9)

｡ た だ､

こ の ように ( 中絶) 場面で ､ 緩や か な運用を予定する 司法的バ イ パ ス 手続

を伴う形 の も の で あるたせ よ ､ 親通知法 の 妥当性 を主張する と ､ く中絶)

( 出産) 場面 の パ ラ レ ル 関係性を指摘 した本稿の 立場か ら は ､ ( 出産) 場

面 で も ､ や はりこ の 親通知法なる も の が安当か つ 必要と い う こと になりそ

う で ある ｡ 現在の アメ リ カ で は ､ 前述 した よう に ( 出産) 場面 で は ､ ( 中

絶) 場面と異なり ､ 親 の 関与を求める法律を制定して い る 州は存在 しな い
｡

本稿の 主張 による と ､ 未成年者が妊娠した とき にも親 へ の 通知を求め る法

律の 制定を ､ 緩や かな運用を前提と した司法的バ イ パ ス 手続を伴う形で ､

立場もあるが (S at si e V eitb
,

N o t e
.

T h e J u dici al B y p a s s P r o c e d u r e a n d

A d ol e s c e n t s
'

A b o r ti o n Ri gh t s : T h e F al l a c y of t h e
”

M at u rit y
”

s t a n d a rd
,

23 H of st r a L . R e v . 4 53 ( 19 9 4)) ､ 妊娠すれ ば未成年者 はそれ だけで 成人と

同様の 成熟性 が認められ る と い うその 前提 に疑問が投げか けられて おり ､ や

はりア メ リ カ で支配的な考え方 にな っ て い る わ けで はな い
｡ S e e S t o r r o w

& M a r tin e z
,

s u p r a
,

a t 7 9 9 .

(8 9) 樋口 ･ 前掲注 (l l) 1 80 頁 は
､ 日本の 現状を捉えて ､ ｢ どん な年齢 の 未成

年者で あ っ ても ､ 本人の 同意だけで 中絶を引き受ける医師が い るとすれ ば､

それ はまた 一

つ の 問題 である ｡ ア メ リ カ の よう に ､ 未成熟な未成年者に つ い

て は､ 少なく とも親 へ の 通知はあ っ て よ い の で はな い か と いう議論もありう

るよう に思われ る+ と述 べ
, 本稿 と同様の 立場を既に示唆して い たもの と評

価 し得よう ｡ M n o o ki n
,

s u p r a n o t e 30
,

2 6 2 で も､
この 間題の 解決の あり方

として ､ 中絶の最終決定権を未成年者 に残 しなが ら ､ 司法的バ イ パ ス 手続を

伴 っ たうえで 親へ の通知を要件とする立場に関心が示されて い る ｡
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提言する こ と になろう ｡ 実際 にその ような ニ ー ズ はある が
(90)

､ 果た して こ

れを どう考える か検討すべき問題 で ある
(9 1)

｡

( 90) イギリ ス で の 話で ある が ､ F o c u s : T e e n M oth e r s : I 如 a s n
,

t t old m y

d a u g b t e r w a s g oi n g t o h a v e a b ab y … o r t h a t s h e w a s k e e p i n g it
,

T h e

O b s e r v s e r
,

M a y 1 6
,
2 0 04

,
a t 2 0 . イ ギリ ス にも ､ ア メ リ カ法と同じく未成

熟な未成年者に よ る 中絶 に親の 関与を求め る Gillik 判決 (dilli c k v . W e s t

N o rf o rk a n d W isb e t h H e al t h A u th o rit y [1 9 8 6] 1 A C l 1 2) が存在する が ､

や はり同判決も ( 中絶) 場面に通用され るもの の ､ ( 出産) 場面 へ の 適用を

予定して い な い ｡ それ故､ 妊娠 した未成熟な子 が出産を決断 したときには ､

病院は親 へ 通知する こ とも求め られ て い な い と され ､ 現状 で は ､ 親が子の 妊

娠に気づ い たときは時既に遅 しで ､ 中絶も考える ように と ､ 子 に助言する機

会を持 て ない ことがあ る ｡ 上 記新聞記事は､ ( 出産) 場面 にも親へ の 通知が

制度上 求めら れて い な い の は法の不備 で あるとの 主張を 一 妊娠 した1 4 歳の

自分の娘 が中絶 しない と決心 したケ
ー

ス で ､ その 娘の 妊娠を病院か ら知らさ

れ なか っ た両親が ､ 出産の デメ リ ッ トを娘 に話す機会を持て なか っ たの は不

当と 訴え て い る こ とを主 に 紹 介しな が ら 一 報道 し て い る ｡ イ ギ リ ス ?

Gillik 判決に つ い て は ､ 例えば､ 家永登 ｢ 子 どもに対する 医療行為と親の 同

意権+ 専修法研論集2 号 (19 8 8) 93 頁以下 ､ ｢ ジ ョ ン ･ ロ ッ ク の親権論
-

ギ

リ ッ ク貴族院判決の 淵源と意義を探る+ 専修法研論集3 号 (19 8 8) 77 頁以下 ､

戒能民江 ｢子 どもの権利と親の 権利
- ギリ ッ ク事件を素材と して+ 白本福祉

大学研究紀要68 号 (19 86) 2 1 2 頁以下等参照｡

(9 1) これ は ( 出産) 場面に お ける ア メ リ カ法の 対応を どう解釈する か と いう問

題 にも関わる ｡ く出産) 場面を扱 っ た I n r e S m it h 事件と
.
I n r e M a r y P

.

事件に 関して ､ 出産 に つ き ､ (i)当該未成年の 成熟性 に関わりなく ､ 子自身の

自己決定権が常 に優先する と判示
‾
したもの か ､ あるい は ､ (ii) 当該未成年者の

成熟性が認められ た故に , 子自身の 自己決定権 が優先すると判示したもの か ､

解釈の 余地がある こ とは既 に述 べ た通りで ある ( Ⅲ . 2 .) 0 ( 中絶) ( 出産)

の両場面 とも ､ 親権との 兼ね合 い で ､ どこ まで未成年者自身 の 自己決定権 を

尊重すべ きかと いう共通の 問題が問われ て い るか ら ､ こ れをパ ラ レル に捉え

る と ､ ( 出産) 場面に も ( 中絶) 場面の枠組み を当て はめ る(ii) の 立場 に肯定

的とな ろう ｡ その 場合 ､ ( 中絶) 場面の 親通知法を ( 出産) 場面にも導入す

る こ とを支持す る こ と になる ｡ これ に対 して ､ ( i) の立場 に立 つ と ､

一

切の
.
親

の 関与を否定する こ と に なるの で ､ 親通知法を ( 出産) 場面に まで導入する

ことに は反対 となろう｡ 確かに､ 既 に触れた通り､ ( 出産) 場面の ほうが未

成年者の 意思 に反 して 中絶措置を強行する と いう医師の 作為を伴う分だ け､

■
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4
. 我が国の 現状 の 評価

85

以上を前提に我が 国の 現状 を評価 しよう｡

既 に述 べ た通り ､ 我 が国 の 優生保護法は未成年者の 中絶に関する 直接の

明文規定を持たず､ 親の 同意が要件と され て い な い の で ､

一

般 に ､ 未成年

者自身の 同意 だ けで措置する 病院が多 い
｡

こ の ような現状 は ､ 親の 同意を

求め な い 点で ､ 本稿の 主張する 親子 の 権利調 整 の ある べ き姿を結果と して

先取り して い る よう にも見え､ その 限りで望 ま し い が ､ なお問題 はある ｡

まず第
一

に ､ 未成熟な未成年者に関 して ､ 親 へ の 通知がなされず､ 親権

を行使する機 会が全く失わ れ て い る 点が問題 で ある ｡ ア メ リ カ 法で の 図式

に従 っ て 言え ば､ 無論､
( 1 ) 未成年者 の 成熟性の 証 明が満た さ れなく て も ､

( 2 ) 子の 最善の 利益性の 証 明が あれ ば ､ 親 - の 通知は不要 となるか ら ､ 医

師自らその ような証明事実がある と判断 して の こ とと い う場合もあり得な

い わ けで はな い
｡

こ の 点､ 病院 の 中に は ､ 未成年者による 中絶 につ き親の

同意を求め る と こ ろ も見 られ る が ､ それ は こ の ( 2 ) の 証明事実､ ある い は

その 前の段階の く1 ) の 証明事実の 有無の 判 断を医師自らが引き受ける の を･

嫌 い
､ 全 て 親に転嫁したも の とも言える ｡ しか し､ その 場合､ 今度は未成

年者の 中絶に つ き
一

律 に親の 同意を求め る こ と に より ､ 特に( 1 ) 成熟性の

証明を満たすような未成年者と の 関係 で ､ その 自己決定権を不当 に制限す

る こ と になる ｡ 親の 同意まで 求め ず ､ 親 - の 通知 にと どめ て も ､ 親同意法

より
一

層 ､ 未成年者の 自己決定権を尊重すべ きである とも言えるの で ､ ( i) の

立場に立 つ 後者の見解も十分に成り立ち得る ｡ しか し､ 未成熟な子の 妊娠 を

前に､ その 間題に つ き､ 親が親権を行使する樺会 , すなわちその ような未成

熟な子 に配慮する権利を行使する 機会 を持 つ こ と は ､ ( 中絶) ( 出産) の 両

場面ともに等しく必要とされ る はずで ある ｡ ( 出産) 場面 にまで 親の 関与を

求める こ と に対する上述 の 懸念 に つ い て は , あくまで 導入さ れる ベ きもの が ､

親同意法で なく ､ 出産の 最終決定権が未成熟な子にも留保さ れて い る親通知

法で ある こ と ､ しかもそれ が司法的バ イ パ ス 手続の緩や かな運用を前提 に し

て い る こ と ､ 以上の 条件を満たす限l) で ､

一

応の解消は図れよう ｡
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の み ならず親通知法も司法的バ イ パ ス 手続が必 要である と解する ア メ リカ

法の
一

般的理解 に従う限り ､ その不当性 に変わり はな い
｡

こ こ に第二 の 問

題点がありうる ｡ 要する に､ 如 咽 の 現状 は ､ 第
一

に ､

一

般に奉成年者の

中絶に つ き■.
一

律に親の 同意が求め られて おらず ､ 未成熟な未成年者に関 し

て親 へ の 通知がな い ( 一 親権を不当に制限する) 点､ 第二 に ､ 逆 に万
一

､

未成年者の 中絶に つ き 一

律 に親の 同意を求める ような こ と があれ ば
､ 中絶

の 最終決定権が本来委ね られ る べ き未成年者に そ れ が留保 さ れ なく_ な る

( - 未成年者の 自己決定権を不当に制限す
‾
る) 点､ 以上 の 二点で 問題 が あ

る わけで ある ｡

と こ ろ で ､ 未成年者によ る 中絶 に関 して ､ 司法的バ イ パ 女手続を伴う親

同意法の濃や か な運用が親子の権利調整 の 望ま し い 姿で ある と主張する本

稿 にと っ て ､ その 実現を我が 国にお い て 図る に は ､ 法制度と して こ れ を立

法的 に導入する こ と が最 も効果的 で ある ｡ しか し現実には ､ 中絶問題 が政

治化 して い な い 我が国 にお い て ､ そ の ような立法を期待で きる状況 に はな

い
｡ た だ､ 立法を待 つ まで もなく ､ 少なく とも理論的 には ､ 医師は この 問

題 に つ き不適切な対応 をする と
､

一

方で は ､ 未成年者かち 自己決定権の 侵

害を理由に ､ 他方で は､ 親から親権の侵害を理由に ､ それぞれ損害賠償請

求と いう形で ､ 事後的に責任追及 さ れる可能性はあるか ら(92)
､ その 限りで

(92) 未成年者から自己決定嘩侵害を理由と した損害賠償 はまだ しも､ 親か らの

親権侵害を理由とした損害賠償に つ い て は ､ 我が国の 判例上 ､ 定型的に見ら

れるもゐで はな い の で , 疑問の向きもあり得る ｡ 特 に問題 となるの はそこ で

の保護法益 で あろう｡ こ こで 保護法益 と目され る ｢親権+ の 意味 は､ 前掲注

( 7 ) で述 べ たように ､ 子の 利益の ため に親が行便する親固有の 配慮権を意

味する ｡ かか る意味で の ｢親権+ の侵害､ すなわち親が子の ため に配慮する

権利を布便する機会を奪わ れた こと に つ き不法行為責任が発生するの は ､ 親

が子の 引渡しを求める訴訟で ､ か かる親の 請求が判例法上は (最判昭和3 5 年

3 月1 5 日民集1 4 巻 3 号43 0 頁) ､ 親権行使に対する 妨害排除請求と構成 され て

い る ことを考えると ､ 決して不自然なもの でiまない
｡ 確か に親の助言を得た

うえで 中絶する か否か意思決定する こ とは子 の利益 で ある が ､ しか し少なく

ともそれ と同時に ､ 子 に助言す る機会 を持つ こ とが ､ 親自身に と っ て も ､ 程
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事実上 ､ 親子の 権利調整の 望ま し い 姿が導か れ る こ と になる の は否定 し得

な い で あろう｡ すなわち ､ 理論上既 に､ ≪成熟 した≫ 未成年者によ る 中絶

度は別 に して ､ 法律上保護に値す る利益で ある こ とは否定 し得な い で あろう｡

前掲注 (90) の新聞記事は , 妊娠 した1 4 歳の 少女に学校の ボ ラ ン テ ィ ア 職員

(s c h o ol o u t r e a c h w o r k e r) が積極的に 斡旋 して 親 に無断で中絶を受けさせ

た事件を巡るイ ギリ ス 国内の 波紋を伝えて い るが ､ とりわけ この ようなケ ー

ス を考える と ､ 我が 国でも親権の侵害を理由と した親から の 損害賠償請求は ､

あり得る選択肢と して 肯定され て 良 い ように思う 一 但し､ 後述の通り ､ 本

稿 の 主張の 下で は､ 当該未成年者に成熟性が認められ る場合､ 又は通知する

こ とが その 子の 最善の 利益 にならな い と積極的 に判断 しうる事情があ
‾
る場合

は別 である ｡ 今日ア メ リ カ で は
､ 司法的バ イ パ ス 手続が整備され て い る の で ､

こ の ような訴訟 は現実に は見られな い が ､ 前掲注 (8 5) で述 べ た通り､ 少な

く とも未成熟な子の 中絶の 場合 に親 へ 通知 しな い 医師に対 して は ､ 親が子の

配慮をする機会を失 っ た こ とで ､ 親権の 侵害を理由に損害賠償 を請求で きる

理論的な可能性 は認め られて い る ように思われ る ｡

なお ､ 以上 の 保護法益の 議論 に関連 して , 最判平成14 年 9 月2 4 日 ( 判時1 8

0 3 号28 頁) との 関係を考える こ とが興味深 い
｡ 同判決は ､ 末期が ん患者の 家

族等 - の 告知義務を認めた が , その根拠に つ き ､ 告知を受けた家族等が患者

の ため に ｢協力及 び配慮+ する こ とが患者自身の 利益で あるか ら と説明した｡

同判決で ｢協力及 び配慮+ する こ とが患者本人 との 関係 で家族等の 固有の 利

益 と観念されなか っ た こ とを捉える と ､ 同じく親が子の ため に ｢協力及び配

慮+ する こと は子 との 関係 で 親固有の 利益 とは 考えられ な い との 主張も成り

立ちうる ｡ しか し､ 親権者と して子の ｢ 配慮+ をなす ことが法律上 (民法82

0 条) 権利及び義務 と して 求め られて い る 親と , 事実上患者の ｢ 配慮+ をな

して い る家族等とで は状況が異なi) ､ 上 記最高裁平成14 年判決は ､ 中絶に つ

き未成熟な子の た めに配慮する こ とが親自身の 利益で ある と捉える こ と に直

接否定的に作用す為もの で は な い と考える ( 最高裁平成1 4 年判決の 検討 に際

して , ｢ 配慮+ として の 家族等に よ る患者本人の 意思の 代行 と い う問題 にま

で 関心を示すもの と して
､ 中村哲也 ｢ 判批+ 科研費報告書 ･ 人格の 商品化 と

民事責任 に 関す る研究 (2 00 5) 58 貫以下 ､ 寺沢知子 ｢ 判批+ 年報医事法学18

号 (2 0 03) 1 5 7 頁等参照) ｡ 最高裁平成1 4 年判決 に より維持され た原審 ･ 仙台

高裁秋田支判平成10年3 月1 9 日 ( 判時16 7 9 号4 0 頁) は患者本人の慰謝料請求

を認め ､ 形式的 に は家族等 の 固有の 慰謝料請求を認 めなか っ た が ､ 大塚直

｢ 民法判例 レ ビ ュ
ー

･ 民事責任+ 判夕10 16 号 (2 ㈱) 6 6 頁は こ の点に批判的

で ある ( こ れに対 して 中村 ･ 前掲59 頁は判旨に肯定的) ｡
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の 場合 ､ 当該未成年者自身の 同意だけで その 措置を実施する こ と が求め ら

れ て ､ 親 へ 通知する とかえ っ て不当と の 評価を受ける とされ ､ 他方
■
で ､.≪未

成熟な≫ 未成年者に よる 中絶の 場合､ 当該未成年者の 最善の 利益 にな らな

い と積極的 に判断しうる事情がな い 限り(93)
､ 親 へ の 通知が求め られ る 一

但 し､
こ の 場合 にも中絶の 最終決定権は未成熟な未成年者にも留保さ れ て

い る こ と･ に留意さ れ た い こ と を前提 に､ 医師は現時点で ､ これ に違う

対応をする こ と で 生 じる 法的責任 を抱 える危険を負 っ て い る もの と評価 し

うる ｡ ア メ リ カ法で の 図式 に従 い より簡明に言うと ､ 未成年者によ ると中

絶に つ き親 へ 通知する こ とが必要か否か は ､ ( 1 ) 又 は( 2 ) の 証 明事実の 有

無で決すベ きと こ ろ ､ その 判断は司法的バ イ パ ス 手続があるアメ リ カ で は

裁判所 によ っ て なされ る が ､ その 手続がな い 我 が 国で は実質的に医師に課

され ､ 同時にその 判断の 過誤に つ い て も医師が責任を負う状況
■
にあると解

しうる わ けで ある ｡ も っ とも ､ く1 ) 成熟性に つ い て 言えば､ その 判断は微

妙で ある かち ､ 過失判断の 法的な枠組みの 中 で
､ かか る 医師 へ の 責任追及

が特 に現実味を帯びる の は
､ 明らか に成熟性 の 認 めら叫な い 未成年者 (例

えば ､. 10 - 13 歳前後) が中絶を希望する ときにも
･

親 へ 通知しなか っ た場合

や ､ 反対に ､ 明らか に成熟性の 認め られ る未成年者 (例え ば､ 16 - 1 9 歳前

級) が中絶を希望するとき にも親の 同意を求め た場合等であろう
(94)

0 ( 1 )

(93) こ こで の ｢子の 最善 の利益+ 性 は ､ 中絶の そ れで はなく､ 非通知の それを

念頭 に置い て い る (前掲注 (40) で述 べ た通り､ むしろ 親通知法で はその よ

うな規定が多く, L a 皿b e rt 判決で それは認 め られ て い る) ｡ 未成熟な子 にも

中絶の最終決定権を委ねなが ら､ 親 へ の 通知を要件とする こ とで ､ 親子の話

し合 い を促進 しようとする 以上 ､ 中絶が子の最善の利益 になる か否か は､ む

しろ 親子の 話 し合 い で 探る べ き問題 で ､ 親権の 裁量性も併せ考える と ､ 特段

の事情がな い 限り､ 医師が積極的に判断を差 し挟むの は控える べ きもの であ

る ｡ 従 っ て ､ 未成熟な子の 中絶に つ い て も医師が親 へ の通知を求め られな い

の は ､ 子が親に虐待され て い る こ とが明らか な場合等で あろう
.
｡ 前掲注(40)

参照 ｡

(9 4) 従 っ て ､ 具体的な年齢はあくま
`
で指標で ある が ､ 14

-

1 5 歳前後は( 1 ) 成熟

性判断の グ レ ー ゾ ー ン と い うこ とに なる ｡ も っ とも ､ 司法的バ イ パ ス 手続の
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成熟性の証明の 緩や かな認定は ､ ア メ リ カ にお ける 司法的バ イ パ ス 手続の

形骸化傾向を踏まえて みて も ､ や はり求められる と こ ろ である ｡

Ⅴ . おわりに

か つ て 未成年者による 中絶の 問題 を検討した山田卓生教授 は論文の 最後

に次の よう に述 べ て い た ｡ すなわち ､ ｢ 子の 人権と い う問題 は ､ 子に自己

決定権を保障すれ ば片づ く わけで はなく ､ 親なり第三 者 ( 機関) による 干

渉が む しろ必 要と され る こ と に ､ 難 しさが ある ｡ お そらく
一

般原則と いう

よりも ､ 問題 の 性質により 医療か ､ 教育か 一 千渉の あり方､ 裏か ら

い え ば子の 意思の 尊重の 仕方が変 っ て くる こ と は認め ざる を得な い で あろ

う+ と
(9 5)

｡ その 意味で ､ 妊娠に つ い て は , 成熟 して い る と否と に関わらず､

基本的 に ､ 子自身 に委ねられ る ベ き領域 で ある と言える ｡ 妊娠と い う事実

か ら､ 少なく とも身体的に
一

定の 成熟性が認め られ ､ また精神的 にも判断

能力が不十分な こ と はありうる が , 完全 に それ を欠 い て い る こ と は通常考

えられな い
｡

こ れ を前提 に､ ア メ リ カ法も , 未成年者によ る 中絶の 問題 に

対 して ､ 未成年者自身の 自己決定権を尊重す る方向で 対応 して お り､ 産む

産まな い の 最終決定は ､
い ずれ に して も ､ 未成年者自身に委ねられ る ベ き

で ある との 基本的な考えがその 背後(I: 見られ る ｡

た だ問題 は ､ 未成年者の自己決定権 の 尊重 - と針が完全 に振り切れ る も

の で も か ､ と いう点である . 山田教授の 言うよ う に ､ こ の 間題 でも ､ ｢ 子

緩や かな運用を前提 とす る本稿の 立場か らは
､

こ の グ レ ー ゾ ー ン で は多くの

場合 に ､ 成熟性が認め られ る べ きで ある ( なお , 医学的な判断と して ､ ア メ

リ カ小児科学会 は ｢1 4 歳か ら1 7 歳の ほ とん どの 未成年者は ､ 成人と同様に ､

中絶 に同意する 能力がある+ との 調査を指摘 して い る (S e e F a r m e r
,
7 6 2 A .

2 d a t 6 39 .) ｡
こ の結論 は ､ 本稿冒頭で 紹介 した ､ 1 5 歳を判断能力 (承諾能

力) の
一

応の 目安とする我が国の 有力な見解と親和的で あろう｡

(9 5) 山田 ･ 前掲注 ( 5) 2 2 頁 ｡
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に自己決定権を保障すれ ば片づ くわけで はなく､ 親なり第三 者 (機関) に

よ る干渉がむ しろ必要とされる こ と+ がある ｡ 子の 意思 を無条件に絶対視

する こと が子 の 利益 になる と は限ら か ､
｡ だ から こ そ親の 関与が求め られ

る わけで ､ その 目的は子 の利益 になる こ とである が ､

,
しか し同時に ､ それ

は ､ 子ぁた め に配慮する機会を持 つ と いう意味で ､ 少なからず親自身の 利

益 で もある と い う面がある ｡ ア メ リ カ法は ､ 中絶の 問題
■
に関 して ､ 未成年

者自身 の 自己決定権を不 当 に制限 し な い よう に配慮したうえ で ､
い か に親

の 関与を組み込 むか ､ 未成年者の 自己決定権と親権の 狭間で 適度なバ ラ ン

ス をとる こ と に苦心 して い た ｡ 本稿の 紹介 した I n r e B ･ S
. 事件が ､ 羊り

未成年者の 自己決定権を尊重す
_
る従来の 流 れに反発し､ 逆により親権の 尊

重 を図ろうと の 姿勢 を見せ た の も ､ その ような バ ラ ン ス の
一 つ の 取り方で

はある ｡ しか し､ 既 に論じたよう に､ か か る動きが今後､ 進むべ き方向で

ある と は思 われ な い
｡ アメ リカ法の検討を通 じて ､ むしろ本稿がある べ き

姿と見定め たの は ､ 緩や か な司法的バ イ パ ス 手続の 運用 を伴う親通知法で

ある ｡

こ れ による と ､ 未成年者 による 中絶に関 して は ､ 親 へ の 通知を要件と し ､

親が子の 配慮をする機会が確保さ れ る こ とを本則と しなが ら､
一 司法的バ イ

パ ス 手続にお い て ､ く1 ) 未成年者の 成熟性又 は( 2 ) 子の 最善の 利益性の 証

明を条件に ､ 親 へ の 通知は不要 とさ れる ｡ 要する に ､ ( 1 ) 子が単独で判断

しう る ほ ど に成熟して い る場合 ､ 又 は( 2 ) その よう に成熟して い なく とも､

当該子め利益 となる こ と が積極的に認め られる場合 ､ 子 は親の 関与なく し

て中絶措置を受ける こ と が で きる ｡ しかも ､ 親通知法で は ､_ 親同意法と異

なり ､ こ の ( 1 ) ( 2 ) の 証明を満た さなく とも ､ あくま で 中絶 の 最終決定権

は ､ 未成熟な者も含め ､ 未成年者自身に留保 さ れ て い る ｡ 司法的 バ イ パ ス

手続を伴う親通知法は
､ その 意味で ､ 子の 判断能力の 未熟性を補う機会を

親に与えて親権の 尊重を図りつ つ も ､ それ で い て ､ 第
一

に ､ 成熟した子に

は親の 関与を 一

切不 要とする 点で ､ 第二 に ､ 未成熟な子にも ､ 中絶の 最終

決定は委ねられ て い る点で ､ 子 の 自己決定権 の 尊重 により重きを置 い た構
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造 にな っ て い る と評価 し得よう｡ ア メ リ カ にお い て 司法的 バ イ パ ス 手続が

形骸化する傾向 にあり､ 親の 関与を削ぎ落とす ｢ 条件+ とされた( 1 ) ( 2 )

の 証明が実質的 に無条件化し て い る こ とか ら､ この よう に ､ 子自身の 自己

決定権をより尊重する 方向で の 閉篭解決が強く示唆さ れる ｡

以上の 通り ､ 司法的バイパ ス 手続 の 緩や か な運用を伴う親通知法こ そが

ある べ き姿で ある とする と ､ これ を我が国 にお い て 実現する に は ､ 新たな

立法により手当てする こ とが望ま しい
｡ た だ､ 立法で司法的バ イパ ス 手続

が導入さ れて い な い 現状 にお い て も ､ 医師は ､ 裁判所に代わり ､ 本来証明

の 求め られ る( 1 ) 又 は( 2 ) の 事実の 有無に つ き ､ その判断と それによ っ て

生 じうる 法的責任を既 に背負 っ て い る と解する こ とは で きる よう に思 わ れ

る ｡ す な わち ､ ( 1 ) 成熟性判断に つ い て 言え ば ､ 理論上 ､
･ 医師

-
ま､ 成熟し

た未成年者 によ る中絶 の 場合ま で親の 同意を求 め たとき に は ､ 未成年者に

対 して ､ そ の 自己決定権侵害を理由 に損害賠償責任を負 い ､ 他方､ 未成熟

な未成年者によ る中絶の 場合ま で その 旨親 へ 通知 しな い とき に は ､ 親に対

して ､ 親権侵害を理由に損害賠償責任を負うもの である と解せ られる の で

ある ｡

こ れ を親の 視点か ら捉え直す と , 立法 に よ る と否と にか か わらず､ 親は ､

中絶に つ き ､ 成熟した未成年者に つ い て は関与する余地がなく､ 未成熟な

未成年者に つ い て は ､ 子の 最善の 利益 に な らな い と積極的に判断さ れ る事

情がな い 限り ､ 通知を受け､ 話 し合 い を通 じて 子 の ため に配慮する こ と が

求め られ て い る こ と になる ｡ 未成年者 に よる 中絶 に対して ､ 親が親権者と

して い か に関与 しうる の か ､ ある い は関与す べ きな の か ､ と い う問 い に本

稿が ア メ リ カ法の検討を通 じて 用意した答え は以上 の 通りで ある ｡ 我が国

で は
､ 現状にお い て ､ 未成年者 に よる 中絶 に つ き ､

一

般 に医師は ､ 当該未

成年者 の 成熟性を問わず
一

律 に 親の 関与を排 除 して おり ､ また逆 に例外的

に親の 同意を求め る医師も , や はり成年者の 成熟性を問わ ず
一

律に親の 関

与を課 して お り ､
い ずれも極端 で ､ 問題 がある よう に思 われ る ｡

をお ､ 以上 は く中絶) 場面を念頭 に置い て述 べ たもの で ある ｡ 果たして



9 2 . 未成年者 に よる人工妊娠中絶に対す る親権者の 関わり (三枝)

こ れと同 じ こ とが ( 出産) 場面 にもあて はまる もの か すな わち ､ ( 出

産) 場面で も ( 中絶) 場面 と同様､ 司法的バ イ パ ス 手続を伴う親通知法､

しか もその 緩や か な運用 こ そが親子間の 権利調整 の ある べ き姿なの か

両者を パ ラ レル に捉える本稿の 立場からは ､ 改め て慎重 に問題提起 した こ

と になろう ｡


